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No
FA(工作機械)、
ROBOMACHINE

ロボット IoT 採用実績 紹介資料 目的分類 地域 名称 サブカテゴリ 募集期間 補助限度額 補助率/助成率 対象者 補助要件 目的・対象事業 対象期間 URL 備考

New 1 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

国内 IT導入補助金2024　＜通常枠＞
（7次締切）

2024年8月24日(土)
～2024年10月15日(火) 17:00

1プロセス以上：150万円未満
４プロセス以上：450万円以下

１/２以内 中小企業者・小規模事業者等 〇ITツール要件
　申請者は、IT導入支援事業者により事務局に対して事前に登録されたITツールの中から導入す
るITツールを選択し交付申請を行う。
〇gBizID プライムを取得していること。
〇独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」
又は「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の
交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構（IPA）と共有することに同意すること。
〇国及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構中小機構、その他の独立行政法人の他の補助金等
と重複する事業については、補助事業の対象として含んでいないこと。
〇補助事業者の労働生産性について、以下要件を全て満たす3年間の事業計画を策定し実行する
こと。
　①１年後に労働生産性を3％以上向上させること。ただし 、IT導入補助金2021、IT導入補助
金2022またはIT導入補助金2023の通常枠（A・B類型）若しくはデジタル化基盤導入枠（複数
社連携IT導入類型）の交付決定を受けた事業者については、当該指標を強化し、労働生産性を1
年後に4％以上向上させること。
　②事業計画期間において労働生産性を年平均成長率3％以上向上させること。ただし、IT導入
補助金2021、IT導入補助金2022またはIT導入補助金2023の通常枠（A・B類型）若しくはデジ
タル化基盤導入枠（複数社連携IT導入類型）の交付決定を受けた事業者については、当該指標を
強化し、労働生産性を年平均成長率4％以上向上させること。
　③生産性向上の目標が実現可能かつ合理的であること。
〇IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報（営業利益、人件費、減価償
却費、従業員数及び就業時間、給与支給総額、事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）
等）を事務局に報告すること。
〇中小機構が運営するデジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」における「みらデジ経営
チェック」を交付申請前に行った事業者であること。（なお、本事業の申請に用いた gBizID プ
ライムを利用して事業者登録を行ったうえで、経営チェックを実施すること。）

本事業は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更
（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入）等に対応するため、
中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資する IT ツール（ソフトウェア、サービス
等）を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模
事業者等の生産性向上を図ることを目的とする。

対象事業）
製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている中小企業・小規模
事業者等が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のためプロセスの改善と効率
化に資する方策として、あらかじめ事務局に登録されたITツールを導入する補助事業者に
対し、当該ITツールの導入費用の一部を補助するものである。

交付決定後～2025年1月16日 https://it-
shien.smrj.go.jp/

〇問合せ先：サービス等生産性向上
IT導入支援事業事務局

2 〇 〇 〇 なし

生産設備の復
旧・整備

国内 令和5補正予算
小規模事業者持続化補助金
＜災害支援枠（令和6年能登半島地
震）＞
（5次公募）

2024年9月9日(月)～2024年10
月7日(月)

直接的被害：200万円
間接的被害：100万円

2/3以内 〇石川県、富山県、新潟県、福井県に所在する令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者
等
〇商工会議所、商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。

〇被害の証明については、それを証する公的証明の添付（コピーでも可）を必要とします。
　①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合
　　市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類（例：「罹災（被災）証明
書」など）
　　＊在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではありません。
　②令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合
　　地方自治体が独自に発行した証明書
　　＊間接被害とは令和6年1月及び4月の任意の1か月の売上高が前年同期、又は令和2年1月28
日以前の同期と比較して20％以上減少していることを指します。

令和6年能登半島地震による災害（令和6年能登半島地震による災害についての特定非常
災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令（令和6年政令第五号）により指
定された特定非常災害をいう。（以下「令和6年能登半島地震」という。））による被災
区域4県（石川県、富山県、新潟県、福井県）においては、多くの小規模事業者が、生産
設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災区域」を対象とする本補助
事業を実施し、商工会議所等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業
の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に
要する経費の一部を補助するものです。

交付決定日（今回は特例として、
令和6年1月1日の能登半島地震に
より被災した日以降の補助事業開
始日）から実施期限（令和7年1月
4日(土)）まで

https://s23.jizokukahojok
in.info/noto/index.php

〇問合せ先：
商工会議所地区：小規模事業者持続
化補助金事務局
商工会連合会：被災区域(石川県、富
山県、新潟県、福井県)の地方事務局

3 ◎ ◎ ◎ 〇 なし

税制支援・
生産性向上

国内 中小企業等経営強化法に基づく
中小企業経営強化税制

・A類型
・B類型
・C類型
・D類型

平成29年4月1日～令和7年3月
31日までの期間

法人税（※１）について、即時償却又は取得
価額の10％（※２）の税額控除が選択適用
できます。（中小企業経営強化税制）
※1 個人事業主の場合には所得税
※2 資本金3000万円超1億円以下の法人は
７％

税制措置
即時償却又は取得価額の10％の税額控除（資本金
3,000万円超1億円以下の法人は7％）が選択適用

中小企業者等
・資本金又は出資金の額が１億円以下の法人
・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等
※ 中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する「中小企業者等」に該当するものに限ります。
ただし、次の法人は、資本金又は出資金の額が１億円以下でも本税制措置の対象とはなりません。
①同一の大規模法人（注）から２分の１以上の出資を受ける法人
②２以上の大規模法人（注）から３分の２以上の出資を受ける法人
③前３事業年度の所得金額の平均額等が15億円を超える法人
（注）大規模法人とは、資本金又は出資金の額が１億円超の法人、資本金又は出資金を有しない法人の
うち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人（資本金又は出資金の額が５億円以上である
法人等）との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、独立行政法人中小企業基盤整備
機構（中小企業等経営強化法に規定する認定事業再編投資組合を経由して間接的に保有している部分の
み）及び中小企業投資育成株式会社を除きます。

「経営力向上計画」に認定された事業者。 「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、
自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援
等を受けることができます。
また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。

〇中小企業経営強化税制
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受
けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等して、指定事業の用に供した場
合、即時償却又は取得価額の10％（資本金3000万円超1億円以下の法人は7％）の税額控
除を選択適用することができます。
設備の種類）
・A類型：生産性向上設備
・B類型：収益力強化設備
・C類型：デジタル化設備
・D類型：経営資源集約化設備

「経営力向上計画」の実施期間満
了時まで

https://www.chusho.meti.
go.jp/keiei/kyoka/index.h
tml

〇令和5年度改正（期間延長）
○補助対象企業については事前に十
分ご確認ください。

4 ◎ ◎ ◎ 〇 なし

税制支援・
生産性向上

国内 中小企業等経営強化法に基づく
「先端設備等導入計画」認定による税
制支援

2023年4月1日～2025年3月31
日までの期間

固定資産税の課税標準を1/2または1/3に軽
減

特例措置
固定資産税の課税標準を3年間に限り1/2に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員
に表明した場合は、
以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備：5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備：4年間

〇中小企業者
※市区町村が定める導入促進基本計画によって対象となる業種等が異なる場合があります。また、税制
支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

〇「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者。
〇対象設備（※1）
　認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5％以上の投資計画に記載された①から④
の設備
　【減価償却資産の種類ごとの要件（最低取得価格）】
　① 機械装置（160万円以上）
　② 測定工具及び検査工具（30万円以上）
　③ 器具備品（30万円以上）
　④ 建物附属設備（60万円以上）　※家屋と一体で課税されるものは対象外
　※1 市区町村によって異なる場合があります。
〇その他要件
　・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
　・中古資産でないこと

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投
資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を
受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を活用することがで
きます。

税制支援）
中小事業者等が、適用期間内 に、市区町村から認定を受けた「 先端設備等導入計画 」に
基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が
3年間、1/2に軽減 されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、 令和6年3月末まで
に取得した場合は5年間 、 令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽
減 されます。

https://www.chusho.meti.
go.jp/keiei/seisansei/ind
ex.html

〇令和5年度税制改正

5 ◎ ◎ ◎ なし

税制支援・
生産性向上

国内 中小企業投資促進税制 ～2025年3月31日 対象設備の取得価格の特別償却30%、
又は税額控除7%

〇個人事業主および資本金3,000万円以下の中小
企業
特別償却 30% 又は 税額控除7%が選択適用
〇資本金3,000万円超の中小企業
特別償却 30%

〇中小企業者等（資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等）
〇従業員数1,000人以下の個人事業主

〇特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越
すことができます。
〇税額控除は、中小企業経営強化税制と合わせてその事業年度の法人税額又は所得税額の20％
までが上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越す
ことができます。
〇対象設備
・機械及び装置【1台160万円以上】
・測定工具及び検査工具【1台120万以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】
・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】
  ※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは
除く
・貨物自動車（車両総重量3.5トン以上）
・内航船舶（取得価格の75％が対象）

中小企業投資促進税制は、中小企業における生産性向上等を図るため、一定の機械装置等
の対象設備を取得や製作等した場合に、取得価額の30％の特別償却又は７％の税額控除
が選択適用（税額控除は資本金3,000万円以下の法人、個人事業主のみ）できるもので
す。

https://www.chusho.meti.
go.jp/zaimu/zeisei/tyuus
youkigyoutousisokusinzei
sei.html

〇令和5年度改正（期間延長）

6 ◎ ◎ ◎ なし

税制支援・
生産性向上

国内 地域未来投資促進法に基づく税制支援
措置
「地域未来投資促進税制」

～2025年3月31日 対象資産の特別償却：最大50％又は
税額控除：最大5％

〇機械装置・器具備品
特別償却40% 又は 税額控除4%
〇機械装置・器具備品（上乗せ要件を満たす場
合）
特別償却50% 又は 税額控除5%
〇建物・附属設備・構築物
特別償却20% 又は 税額控除2%

青色申告法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する承
認地域経済牽引事業者

〇STEP1:都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認
　地域経済牽引事業計画の承認を受けるためには、都道府県及び関係市町村が作成する基本計画
に適合する必要があります。
　＜地域経済牽引事業の要件＞
　①地域の特性の活用、　②高い付加価値の創出、　③地域の事業者に対する経済的効果
〇STEP2:国（主務大臣）による課税特例の確認
＜課税特例の要件＞
①先進性を有すること（特定非常災害で被災した区域は除く）
【通常類型】：労働生産性の伸び率が４％以上又は投資収益率が５％以上
【サプライチェーン類型】：海外への生産拠点の集中の程度が50％以上の製品を製造
　　　　　　　　　　　　　事業を実施する都道府県内の取引額の増加率が5％以上　等
②設備投資額が2,000万円以上
③設備投資額が前年度減価償却費の20%以上であること
④対象事業の売上高伸び率が、ゼロを上回り、かつ、過去5年度の対象事業に係る市場規模の伸
び率より5%以上高いこと
⑤旧計画が終了しており、その労働生産性の伸び率が4%以上かつ投資収益率５％
＜上乗せ要件＞（平成31年4月1日以後に承認を受けた事業が対象）
⑥次の（ア）または（イ）のどちらかを満たすこと
（ア）直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上
（イ）対象事業者の前事業年度と前々事業年度の平均付加価値額が50億円以上、かつ、対象事
業において創出される付加価値額が３億円以上
⑦労働生産性の伸び率が４％以上かつ投資収益率が５％以上
＊サプライチェーン類型・災害特例に基づく申請は上乗せ要件の対象外となります。

地域未来投資促進税制では、地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行
う場合に、法人税等の特別償却（最大50％）又は税額控除（最大５％）を受けることが
できます。
本税制措置を受けるためには、
・都道府県による地域経済牽引事業計画の承認（STEP1）の上、
・国（主務大臣）による課税特例の確認（STEP2）に加えて、
・租税特別措置法等の規定に適合
する必要があります。

https://www.meti.go.jp/p
olicy/sme_chiiki/miraitou
shi/zeiseishien.html

おすすめ度
概要 詳細

新規追加または情報更新
背景色凡例
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設備購入が補助対象にある補助金_支援金_奨励金_助成金 データ日付: 2024/10/4

補助金_支援金_奨励金_助成金のおすすめ度
・FA(工作機械)、ROBOMACHINE：機械設備を対象とする補助金_支援金_奨励金_助成金
・ロボット：ロボットが設備対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金
・IoT：IoT機器導入が対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

採用実績：当社顧客の採用実績について連絡のあった補助金_支援金_奨励金_助成金

No
FA(工作機械)、
ROBOMACHINE

ロボット IoT 採用実績 紹介資料 目的分類 地域 名称 サブカテゴリ 募集期間 補助限度額 補助率/助成率 対象者 補助要件 目的・対象事業 対象期間 URL 備考

おすすめ度
概要 詳細

新規追加または情報更新
背景色凡例

New 7 ◎ ◎ ◎ なし

生産設備の省
エネ化

国内 令和5年度補正
省エネルギー投資促進・需要構造転換
支援事業費補助金
（4次公募）
【単年度事業】

(Ⅰ)工場・事業
場型
(Ⅱ)電化・脱炭
素燃転型
(Ⅳ)エネルギー
需要最適化型

2024年9月13日(金)～2024年
10月31日(木) 17時必着

【単年度事業の場合】
(Ⅰ)工場・事業場型
　a) 先進設備・システムの導入事業：15億
円（20億円）
　b) オーダメード型設備の導入：15億円
（20億円）
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型：3億円（5億円）
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型：1億円

※( )内は非化石申請時または電化の場合

(Ⅰ)工場・事業場型
　a) 先進設備・システムの導入事業：
　　・中小企業者等）2/3以内
　　・大企業、他）1/2以内
　b) オーダメード型設備の導入：
　　・中小企業者等）1/2以内
　　・大企業、他）1/3以内
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型：1/2以内
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型：
　・中小企業者等）1/2以内
　・大企業、他）1/3以内

中小企業者等、大企業、その他（みなし大企業） 〇事業要件
　(Ⅰ)工場・事業場型
　　　a) 先進設備・システムの導入事業：資源エネルギー庁に設置された「先進的な省エネ技
術等に係る技術評価委員会」において決定した審査項目に則り、SIIが設置した外部審査委員会
で審査・採択した先進設備・システムへ更新等する事業
　　　b) オーダメード型設備の導入：機械設計が伴う設備又は事業者の使用目的や用途に合わ
せて設計・製造する設備等（オーダーメイド型設備）へ更新等する事業
　(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型：化石燃料から電気への転換や、より低炭素な燃料への転換等、電化
や脱炭素目的の燃料転換を伴う指定設備等へ更新等する事業
　(Ⅳ)エネルギー需要最適化型：SIIに登録されたエネマネ事業者と「エネルギー管理支援サー
ビス」を契約し、SIIに登録されたEMSを用いて、より効果的に省エネルギー化及びエネルギー
需要最適化を図る事業
〇省エネルギー効果の要件
　(Ⅰ)工場・事業場型
　　　a) 先進設備・システムの導入事業：①省エネ率＋非化石割合増加率：30%以上、②省エ
ネ量＋非化石使用量：1,000kl以上、③ ネルギー消費原単位改善率：15%以上
　　　b) オーダメード型設備の導入：①省エネ率＋非化石割合増加率：10%以上、②省エネ量
＋非化石使用量：700kl以上、③エネルギー消費原単位改善率：7％以上
　(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型：電化・脱炭素目的の燃料転換を伴うこと。（ヒートポンプで対応で
きる低温域は電化のみ）
　(Ⅳ)エネルギー需要最適化型：申請単位において、「EMSの制御効果」と省エネルギー診断等
による運用改善効果」により、原油換算量ベースで省エネルギー率2%以上を達成する事業
〇詳細は公募要領でご確認ください。

地球環境問題への対応の必要性が急速に高まっている状況の下、我が国は、以前より省エ
ネルギー設備投資やエネルギー管理の適正化等を推進し、世界の中でも高い省エネルギー
水準を達成しているところではあるが、2030年のエネルギーミックスの達成、また2050
年のカーボンニュートラル実現に向け、2021年10月に「第6次エネルギー基本計画」が
策定され、更なる野心的な目標が掲げられた。2030年までに6,200万kl程度のエネルギー
を削減するためには、産業・業務部門において更なる省エネ設備投資を積極的に呼び込む
グリーンリカバリー投資を推進していくことが重要である。
本事業は、事業者が計画した省エネルギーの取組のうち、導入ポテンシャルの拡大等が見
込める先進的な設備・システムの導入、機械設計が伴うオーダーメイド型設備への更新や
プロセス改修（(Ⅰ)工場・事業場型）、
脱炭素に繋がる電化や燃料転換を伴う設備更新（(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型）、
計測・見える化・制御等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステムを導入すること
により省エネルギー効果の要件を満たす事業（(Ⅳ)エネルギー需要最適化型）
に要する経費の一部を補助する事業を実施することにより、各分野の省エネルギー化を推
進し、内外の経済的社会環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需要構造の構築を図る
ことを目的とする。

交付決定日～2025年1月31日(金) https://sii.or.jp/koujou05r
/

〇問合せ先：一般社団法人）環境共
創イニシアチブ（SII）

New 8 ◎ ◎ ◎ なし

生産設備の省
エネ化

国内 令和5年度補正
省エネルギー投資促進・需要構造転換
支援事業費補助金
（4次公募）
【複数年度事業】

(Ⅰ)工場・事業
場型
(Ⅱ)電化・脱炭
素燃転型
(Ⅳ)エネルギー
需要最適化型

2024年9月13日(金)～2025年1
月14日(火) 17時必着

【複数年度事業の場合】
(Ⅰ)工場・事業場型
　a) 先進設備・システムの導入事業：30億
円（40億円）
　b) オーダメード型設備の導入：20億円
（30億円）
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型：3億円（5億円）
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型：1億円

※( )内は非化石申請時または電化の場合

(Ⅰ)工場・事業場型
　a) 先進設備・システムの導入事業：
　　・中小企業者等）2/3以内
　　・大企業、他）1/2以内
　b) オーダメード型設備の導入：
　　・中小企業者等）1/2以内
　　・大企業、他）1/3以内
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型：1/2以内
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型：
　・中小企業者等）1/2以内
　・大企業、他）1/3以内

中小企業者等、大企業、その他（みなし大企業） 〇事業要件
　(Ⅰ)工場・事業場型
　　　a) 先進設備・システムの導入事業：資源エネルギー庁に設置された「先進的な省エネ技
術等に係る技術評価委員会」において決定した審査項目に則り、SIIが設置した外部審査委員会
で審査・採択した先進設備・システムへ更新等する事業
　　　b) オーダメード型設備の導入：機械設計が伴う設備又は事業者の使用目的や用途に合わ
せて設計・製造する設備等（オーダーメイド型設備）へ更新等する事業
　(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型：化石燃料から電気への転換や、より低炭素な燃料への転換等、電化
や脱炭素目的の燃料転換を伴う指定設備等へ更新等する事業
　(Ⅳ)エネルギー需要最適化型：SIIに登録されたエネマネ事業者と「エネルギー管理支援サー
ビス」を契約し、SIIに登録されたEMSを用いて、より効果的に省エネルギー化及びエネルギー
需要最適化を図る事業
〇省エネルギー効果の要件
　(Ⅰ)工場・事業場型
　　　a) 先進設備・システムの導入事業：①省エネ率＋非化石割合増加率：30%以上、②省エ
ネ量＋非化石使用量：1,000kl以上、③ ネルギー消費原単位改善率：15%以上
　　　b) オーダメード型設備の導入：①省エネ率＋非化石割合増加率：10%以上、②省エネ量
＋非化石使用量：700kl以上、③エネルギー消費原単位改善率：7％以上
　(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型：電化・脱炭素目的の燃料転換を伴うこと。（ヒートポンプで対応で
きる低温域は電化のみ）
　(Ⅳ)エネルギー需要最適化型：申請単位において、「EMSの制御効果」と省エネルギー診断等
による運用改善効果」により、原油換算量ベースで省エネルギー率2%以上を達成する事業
〇複数年度事業
事業規模が大きく（事業区分（Ⅰ）は原則として補助対象経費が5千万円以上の事業。5千万円
未満の事業については個別に判断する。）、 単年度での実施が困難な事業であって年度毎の発
生経費を明確に区分した事業計画が提出される場合は、複数年度事業として申請することができ
る。
〇詳細は公募要領でご確認ください。

地球環境問題への対応の必要性が急速に高まっている状況の下、我が国は、以前より省エ
ネルギー設備投資やエネルギー管理の適正化等を推進し、世界の中でも高い省エネルギー
水準を達成しているところではあるが、2030年のエネルギーミックスの達成、また2050
年のカーボンニュートラル実現に向け、2021年10月に「第6次エネルギー基本計画」が
策定され、更なる野心的な目標が掲げられた。2030年までに6,200万kl程度のエネルギー
を削減するためには、産業・業務部門において更なる省エネ設備投資を積極的に呼び込む
グリーンリカバリー投資を推進していくことが重要である。
本事業は、事業者が計画した省エネルギーの取組のうち、導入ポテンシャルの拡大等が見
込める先進的な設備・システムの導入、機械設計が伴うオーダーメイド型設備への更新や
プロセス改修（(Ⅰ)工場・事業場型）、
脱炭素に繋がる電化や燃料転換を伴う設備更新（(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型）、
計測・見える化・制御等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステムを導入すること
により省エネルギー効果の要件を満たす事業（(Ⅳ)エネルギー需要最適化型）
に要する経費の一部を補助する事業を実施することにより、各分野の省エネルギー化を推
進し、内外の経済的社会環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需要構造の構築を図る
ことを目的とする。

交付決定日～2028年1月31日(月) https://sii.or.jp/koujou05r
/

〇問合せ先：一般社団法人）環境共
創イニシアチブ（SII）

9 ◎ なし

生産設備の省
エネ化

国内 令和5年度補正
省エネルギー投資促進支援事業

機械メーカ向け情報）
【「(III)設備単位型」の補助対象設
備の製品型番登録の告知】
https://sii.or.jp/setsubi05r/mat
erial.html

(III)設備単位型 2024年2月13日(火)～

※2024年2月下旬までに受理さ
れ内容に不備がない製品型番
は、2024年3月下旬の公開を予
定しています。

登録は上記の開始日以降、随時
受け付け、登録審査を行いま
す。
※登録申請からSIIホームペー
ジに公表されるまでに、1か月
以上かかる可能性があります。
その点を念頭において申請して
ください。※内容に不備がない
製品型番は、受理されたのち約
３週間程度で登録・公表予定で
す。

製品型番登録を行うことができる製造事業者は、以下の要件を全て満たす必要があります。
①国内において事業活動を営んでいる法人であること（法人登記している事業者に限る）。
②製品の製造、輸入等を行い、自社の責任で性能の証明及び出荷・販売を行える事業者であること（製
造物責任法（PL法）に規定する製造業者等）。
③経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。

〇本事業の「(III) 指定設備導入事業」の補助対象設備になるためには、製造メーカによる製品
型番登録が必要です。

＜生産設備＞の対象
・工作機械：旋盤（ターニングセンタ含む）、マシニングセンタ、レーザ加工機、フライス盤、
研削盤、歯車加工機、放電加工機
・プラスチック加工機械
・プレス機械
・印刷機械
・ダイカストマシン

「令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金」では、業種横断的に導入
される「ユーティリティ設備」、及び「生産設備」 （以下、「指定設備」という）につ
いて、市場の中でも省エネ性能の高い設備に対して補助を行い、エネルギー消費効率等の
さらなる水準の向上を図ります。

令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金には、以下の２つの事業区分
があります。
（III）設備単位型：特定のユーティリティ設備、生産設備の更新支援
（IV）エネルギー需要最適化型：エネマネ事業者のエネルギー管理支援サービスによる支
援

このうち（III）設備単位型は、補助対象設備として登録された指定設備への更新を行う
事業を対象に、設備費を補助対象経費としてその1/3を補助します。

https://sii.or.jp/se
tsubi05r

〇問合せ先：
　一般社団法人環境共創イニシアチ
ブ
　省エネルギー投資促進支援事業費
補助金製品型番登録担当

〇「(III) 設備単位型」の補助対象設
備の製品型番登録の告知です。

10 ◎ なし

生産設備の脱
炭素化

国内 令和6年度
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助
金
「脱炭素社会の構築に向けたESGリー
ス促進事業」

2024年6月10日(月)～2025年3
月6日(木)

脱炭素機器のリースによる導入に必要な総リース
料の6%以下
（対象機器の基準補助率(2%～4%)＋ESGの取組
による上乗せ(1%～2％)）

※産業用機械（工作機械）、産業用機械（鍛圧機
械）、射出成型機の基準補助率は2%です。

〇環境省より「脱炭素社会の構築に向けた ESGリース促進事業」の補助事業者として指定を受けたリー
ス事業者
〇対象となるリース先
　①中小企業、個人事業主であること。
　②政府機関、地方公共団体又はこれに準ずる機関でないこと。
　③サプライチェーン上の脱炭素化に資する以下の取組を行っている者とする。
　・EGC要素を考慮した取組（適格要件）
　・EGC要素を考慮した取組（加点要件）

〇補助金申請は環境省から指定を受けた指定リース事業者が行います。そのため、リース先では
補助金申請の手続きは必要ありません。
〇リース先のESG要素取組方針の証憑を提出する必要があります。
〇本制度の利用を希望するリース先は、リース物件の補助対象機器の基準適合確認資料を添付し
たESGリース促進事業補助金利用申込書を指定リース事業者に提出する必要があります。
〇補助金は指定リース事業者に交付されますが、リース契約時に補助金全額をリース料低減に充
当するという内容の特約等を交わすことが条件となります。
〇本制度では導入機器によるCO₂削減量等のモニタリング報告は必要ありません。
〇補助対象となる脱炭素機器
　・業務部門：熱源設備、厨房用設備、空調用設備、業務用冷凍冷蔵設備、医療画像機器、分析
機器
　・産業部門：建設機械、工業炉、鋳造機械、省エネ型ダイカストマシン、エネルギー変換設
備、工作機械、鍛圧機械、射出成形機
　・環境省「脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業実施要領」で定める基準を満たす脱
炭素機器であること。
　・対象機器の型番情報は以下のHPで公開している。
　　　（医療画像機器､分析機器）ESGリースのHP
　　　（医療画像機器､分析機器以外）一般社団法人 低炭素投資促進機構（GIO）のHP内の型番
検索サイトで閲覧。
〇国による他の機器購入に係る補助金制度との併用は不可です。
　※経済産業省の脱炭素リース信用保険制度との併用は可能。
〇補助対象機器の設置は令和7年3月13日までに完了する予定であること 。（借受証の発行）

脱炭素機器のリース料低減を通じて、ESG要素（環境、社会、ガバナンス）を考慮した取
組を促進し、 サプライチェーン全体での脱炭素化に貢献する中小企業を支援します。

ESGリース促進事業）
環境省が定める基準を満たす脱炭素機器をリースにより導入した場合に、当初リース契約
期間の総リース料（消費税及び再リース料を除く）の4%以下の補助金を指定リース事業
者に対して交付します。 更に、特に優良な取組には1％上乗せ、極めて先進的な取組には
2％上乗せします。

https://esg-lease.or.jp/ 〇問合せ先：一般社団法人 環境金融
支援機構（OSSF）
〇環境省の基準を満たす自社の工作
機械等を補助対象機器の検索サイト
へ登録は、型番登録の窓口の一般社
団法人 低炭素投資促進機構（GIO）
経由で行ってください。

11 〇 〇 〇 なし

新分野展開・
業態転換

札幌市/北海
道

札幌市事業再構築サポート補助金 2023年4月3日(月)～2025年1
月31日(金)

750万円 補助対象経費の1/6以内 〇国の事業再構築補助金（第1～5回公募分まで）の「通常枠」、「緊急事態宣言特別枠」、「最低賃金
枠」、「大規模賃金引上枠」のいずれか交付決定をを受けた中小企業者
〇中堅企業は対象外
※国の第6回公募分以降の採択者は、対象外です。

〇国の事業再構築補助金（第1～5回公募分まで）の「通常枠」、「緊急事態宣言特別枠」、
「最低賃金枠」、「大規模賃金引上枠」のいずれかの対象となった事業のうち、「札幌市産業振
興ビジョン改定版における重点分野に関連する事業」を対象事業とします。
〇国の事業再構築補助金の＜卒業枠＞および＜グローバルV字回復枠＞は対象外。
〇国の事業再構築補助金の第6回公募分以降の採択者は、対象外です。

札幌市では、新型コロナウイルス感染症により、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経
済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこ
れらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業のう
ち、国補助金（事業再構築補助金）に申請・採択された事業者を対象として、国補助金に
連動して上乗せ補助を行う「札幌市事業再構築サポート補助金」を設けました。
  

https://www.city.sapporo.
jp/keizai/chusho/saikouc
hiku.html

〇問合せ先：札幌市経済観光局産業
振興部商業・経営支援担当課

12 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

横手市/秋田
県

横手市中小企業活性化支援事業（中小
企業設備導入支援補助金）

2024年4月1日(月)～随時 200万円 1/2以内 市内に本社を有している中小企業者 〇令和6年4月1日以降に、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を横手市か
ら受けていること
〇国、県等の補助事業に該当しないこと
〇申請年度内に納品、設置及び支払を完了すること。
〇留意事項：本補助金により取得した設備を、当該年度以降の横手市企業振興条例に係る投下固
定資本へ計上することは不可とします。

市内事業者の生産性向上を後押しすべく、生産性向上を目的とする設備投資に係る経費の
一部を助成します。

対象経費）
認定済の先端設備等導入計画に記載し、かつ、生産や販売活動等の用に直接供するために
市内事業所に設置する下記の設備。
※リース、中古品は対象外

交付決定後～2024年3月31日まで https://www.city.yokote.l
g.jp/syoukougyo/1004371
/1004474.html

〇問合せ先：横手市役所商工労働課
〇事前に先端設備等導入計画の認定
が必要
〇本補助金および先端設備等導入計
画の認定申請について事前相談を
行ってください。
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13 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

上山市/山形
県

令和6年度
上山市中小企業設備投資促進補助金

2024年4月25日～2024年11月
29日

※事前相談受付開始：2024年4
月15日(月)

新事業展開枠：300万円
一般枠：100万円

（AIやIoTを搭載した設備を導入する場合：
200万円）

新事業展開枠：1/2以内
一般枠：1/3以内

市内に本社または事業所がある中小企業 〇対象事業
下記の全て該当する設備投資であること。
次の(1)～(4)に該当する設備投資（リース、割賦払は対象外）
(1)建物、建物付属設備、器具及び備品（生物は除く）、機械及び装置、ITツールにかかるもの
(2)設備投資総額が100 万円 （税抜）以上のもの
(3)国、県及びその他の補助金を活用していないもの
(4)交付決定日から令和6年12月31日までの間に契約・発注を行い、令和7年2月29日までに費用
の支払いが完了するもの

生産の拡大や業務効率化のために行われる設備投資を補助する制度です。

区分）
・新事業展開枠：
　新規事業への参入 、新サービスの提供または新技術や新製品の研究開発・量産化を目
的とした設備投資
・一般枠：
　生産性の向上等を目的とした新事業展開枠に該当しない設備投資

https://www.city.kaminoy
ama.yamagata.jp/soshiki
/9/tyuusyokigyousetubito
usi.html

〇問合せ先：上山市市役所 商工課
〇事前相談があったもののみ、交付
申請を受け付けますので、申請を行
う前に必ず市商工課へ相談を行って
ください。

14 ◎ ◎ ◎ なし

税制支援・
工場・研究所
の新増設

福島県 福島復興再生特別措置法による課税の
特例（税制優遇）
【事業再開、企業立地促進に係る税の
優遇措置】（企業立地促進税制）

事業実施場所の避難指示解除後
から７年以内

①機械・装置、建物等を取得した時の特別償却又
は税額控除
・特別控除（機械・装置等：即時償却、建物等：
25%）
・税制控除（機械・装置等：15%、建物等：
8%）
②避難対象雇用者等に対する給与等支給額の20%
を税額控除
③将来の事業再開に向けて準備する事業者の最大3
年間の課税繰り延べ

① 平成23年3月11日時点で、避難指示の対象となった区域内に事業所が所在し、避難解除後７年を経過
しない区域※または認定特定復興再生拠点区域で事業再開する法人・個人事業者 【知事の確認が必要で
す】
② ①以外で、避難解除後７年を経過しない区域（※1）または認定特定復興再生拠点区域内において新
規に事業を計画する法人・個人事業者
【知事の認定が必要です】（※2）

※1 該当する市町村：南相馬市、川俣町、楢葉町、川内村、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾
村、飯舘村
※2「避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」の認定

〇申請対象地域
企業立地促進区域（避難解除区域、認定特定復興再生拠点区域）

被災地事業者の事業再開及び新規事業者の立地を支援するため、避難解除区域等におい
て、避難解除等区域復興再生事業を行う事業者に対して、課税の特例措置を講じる。

避難解除等区域復興再生事業）
雇用機会の確保に寄与する事業その他の避難解除等区域の復興及び再生の推進に資する事
業

https://www.pref.fukushi
ma.lg.jp/sec/11015a/toku
soho1062.html

〇問合せ先：福島県 企画調整部企画
調整課
〇詳しくは上記へお問合せくださ
い。

15 ◎ ◎ ◎ なし

税制支援・
工場・研究所
の新増設

福島県 福島復興再生特別措置法による課税の
特例（税制優遇）
【福島イノベーション・コースト構想
の推進に係る税の優遇措置】（イノベ
税制）

2021年4月～2026年3月31日 ①機械・装置、建物等を取得した時の特別償却又
は税額控除
・特別控除（機械・装置等：即時償却、建物等：
25%）
・税制控除（機械・装置等：15%、建物等：
8%）
②避難対象雇用者等又は特定雇用者に対する給与
等支給額の15%を税額控除
③開発研究用資産の特別償却及び税額控除

〇新産業創出等推進事業促進区域（※1）内において、新産業創出等推進事業を行う個人事業者又は法
人 【知事の認定が必要です】（※2）

※1 福島国際研究産業都市区域（いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富
岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村）の一部区域
※2 「新産業創出等推進事業実施計画」の認定

〇申請対象地域
新産業創出等推進事業促進区域（福島国際研究産業都市区域（15市町村）内の区域であって、
新産業創出等推進事業の実施が、産業集積の形成及び活性化を図る上で特に有効であると認めら
れる区域）

福島イノベーション・コースト構想の推進に係る重点分野の取組を支援するため、新産業
創出等推進事業を行う事業者に対して、課税の特例措置を講じます。

新産業創出等推進事業）
新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化の推進に資する事業であって福島国際研究
産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるものとして復興庁
で定められた事業

https://www.pref.fukushi
ma.lg.jp/sec/11015a/toku
soho1062.html

〇問合せ先：福島県 企画調整部 福島
イノベーション・コースト構想推進
課
〇詳しくは上記へお問合せくださ
い。

16 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上・
新商品開発

東京都 躍進的な事業推進のための設備投資支
援事業助成金　(第8回募集)

2024年10月23日(水)～2024年
11月6日(水) 17時
※申請予約期間

競争力強化区分：1億円
（小規模企業者:3,000万円又は1億円(※)）

DX推進区分：1億円
イノベーション区分：1億円

後継者チャレンジ区分：1億円

※ゼロエミッション要件又は賃上げ要件によ
り変更

競争力強化区分：1/2以内～3/4以内(※)
（小規模企業者:2/3以内～3/4以内(※)）
DX推進区分：2/3～3/4以内(※)
イノベーション区分：2/3～3/4以内(※)
後継者チャレンジ区分：2/3～3/4以内(※)

※ゼロエミッション要件又は賃上げ要件により変
更

令和6年10月1日現在で東京都内に登記簿上の本店または支店があり、都内で2年以上事業を継続してい
る中小企業者等
※都外設置の場合は東京都内に本店があること

〇ゼロエミッション要件：省エネルギー効果が高い取組について内容に応じて助成率を拡充
〇賃上げ要件：一定の賃上げを実施する場合は助成率を拡充
〇機械設置場所：東京都内及び首都圏（神奈川、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城、山梨）
（※東京以外に機械を設置する場合、東京都内に本店があることが条件）
〇対象経費：機械装置、器具備品、ソフトウェアの新たな導入、搬入・据付等に要する経費

本事業は、都内中小企業者が 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産
能力の拡大」のための生産 性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部
を助成します 。
これにより、都内中小企業の中長期的な成長を支え、東京の産業力の強化及び都内経済の
持続的発展につなげていくことを目的としています。

対象事業）
(1) 競争力強化：更なる発展に向けて競争力強化を目指した事業展開に必要となる機械設
備を新たに導入する事業
(2)DX推進：IoT、AI、ロボット等のデジタル技術の活用により、新しい製品・サービス
の構築や既存ビジネスの変革を目指した事業展開に必要となる機械設備を新たに導入する
事業
(3)イノベーション：都市課題の解決に貢献し国内外において市場の拡大が期待される産
業分野において、新事業活動に取り組むことで、イノベーション創出を図るために必要と
なる機械設備を新たに導入する事業
(4)後継者チャレンジ：事業承継を契機として、後継者による事業多角化や新たな経営課
題の取り組みに必要となる設備等を新たに導入する事業

交付決定日の翌月1日から1年6ヶ
月間
※第8回募集は、令和7年4月1日
～最長令和8年9月30日

https://www.tokyo-
kosha.or.jp/support/josei
/setsubijosei/yakushin.ht
ml

〇問合せ先：公財）東京都中小企業
振興公社 企画管理部 設備支援課
〇事前の申請予約が必要です。
〇申請受付：2024年11月1日(金)～
11月15日(金)17時まで

17 ◎ なし

生産性向上 東京都 設備投資緊急支援事業
（第2回）

2024年10月23日(水)～2024年
11月6日(水) 17時
※申請予約期間

1億円 4/5以内 東京都内に本店又は支店があり、都内で2年以上事業を継続している中小企業者等 〇同一機械設備（助成対象設備が同一） で助成を受けていないこと 本事業は、運送・物流、建設業者をはじめとする都内中小企業者等が『 2024 年問題』
の対策として生産性の向上や競争力強化のために必要となる機械設備等を新たに導入する
ための経費の一
部を助成します 。
これにより、働き方改革関連法の時間外労働の上限規制による人材不足等の対策を行う中
小企業の支援の実現を図ることを目的としています 。

対象事業）
運送・物流、建設業及びその他業種で働き方改革関連法の時間外労働の上限規制による人
材不足等の対策に必要となる機械設備を新たに導入する事業

交付決定日の翌月1日から1年6ヶ
月間
（令和7年4月1日～最長令和8年9
月30日）

https://www.tokyo-
kosha.or.jp/support/josei
/setsubijosei/setsubi_kin
kyu/index.html

〇問合せ先：公財）東京都中小企業
振興公社 企画管理部　設備支援課
〇事前の申請予約が必要です。
〇申請受付：2024年11月1日(金)～
11月15日(金)17時まで

18 ◎ ◎ ◎ なし

生産設備の省
エネ化

東京都 令和6年度
中小企業のサプライチェーンにおける
脱炭素化促進支援事業

2024年8月1日(木)～2025年1
月31日(金) 17時

※ハンズオン支援の申込期限：
～2024年12月27日(金)

3,000万円 2/3以内 都内の中小企業者 〇「中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進支援事業」ハンズオン支援を受け、CO2
排出量削減計画策定支援が終了していることが必須。
〇ハンズオン支援の派遣可能エリア：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨
城県、山梨県
〇都内の中小企業グループが、サプライチェーンにおける脱炭素化のために取り組む際に発生す
る以下の経費の一部を助成します。
　①CO2可視化システムの導入・運用及びデータ連携に係る経費
　②脱炭素化等に向けた生産設備等を導入又は更新するための経費
　③脱炭素化等につながる省エネ設備等の導入又は更新に係る経費
　④展示会出展に係る経費

昨今、環境意識の高い企業を中心に、サプライヤーに対して排出量の削減を求める傾向が
強まる中、今後、中小企業が大企業等との取引を継続又は新たに開始するには、自社及び
自社のサプライチェーンを含めた CO2排出量の把握と削減が求められてきてい ます。
そこで、本事業では都内中小企業のうち、比較的規模が大きい企業又は地域の中核である
企業が中心となって、 サプライチェーンでCO2排出量の見える化やCO2排出削減等に向
けた一体的な取組などを支援することで、中小企業の成長を図ることを目的として実施し
ます。

交付決定日から2026年3月31日ま
で

https://www.tokyo-
kosha.or.jp/support/josei
/jigyo/supply_chain/inde
x.html

〇問合せ先：(公財)東京都中小企業振
興公社 総合支援部 多摩支社
〇

19 ◎ ◎ ◎ なし

生産性の向上
生産設備の省
エネ化

東京都 新たな事業環境に即応した経営展開サ
ポート事業
（経営改善計画策定による経営基盤強
化支援）（一般コース）
（第7回）

2024年10月1日(火)～2024年
10月15日(火)

800万円 2/3以内 都内で事業を行う中小企業者 〇直近決算期の売上高が「2019年の決算期以降いずれかの決算期」と比較して減少している、
又は直近決算期において損失を計上していること。
〇令和６年度において、本事業で１度も交付決定 を受けていないこと 。
〇申請者が所有又は賃借する 本社・事業所・工場等 において取り組まれ、実施場所に応じて以
下の条件を満たすこと。
　・東京都内の場合
　　　条件）都内に本店または支店があること
　・東京都外（神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在すること）
の場合
　　　条件）都内に本店があること

ポストコロナ等における事業環境の変化を課題と捉え、対応策として、事業者が創意工夫
のもと「これまで営んできた 事業の深化又は発展」に取り組み、これが経営基盤の強化
につながると認められた場合に 、当該取組に必要な経費の一部を助成します。

項目）
〇既存事業の「深化」
　経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業自体の質を高めるための取組
　・高性能な機器、設備の導入等による競争力強化の取組
　・既存の商品やサービス等の品質向上の取組
　・高効率機器、省エネ機器の導入等による生産性の向上の取組
〇既存事業の「 発展 」
　経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業を基に、新たな事業展開を図る取組
　・新たな商品、サービスの開発
　・商品、サービスの新たな提供方法の導入
　・その他、既存事業で得た知見等に基づく新たな取組

交付決定日から最大1年間 https://www.tokyo-
kosha.or.jp/support/josei
/jigyo/kankyo-
sokuo/index.html

〇問合せ先：（公財）東京都中小企
業振興公社
新たな事業環境に即応した経営展開
サポート事業 事務局

New 20 ◎ ◎ ◎ なし

生産性の向上
生産設備の省
エネ化

東京都 新たな事業環境に即応した経営展開サ
ポート事業
（経営改善計画策定による経営基盤強
化支援）（一般コース）
（第8回）

2024年11月1日(金)～2024年
11月15日(金)

800万円 2/3以内 都内で事業を行う中小企業者 〇直近決算期の売上高が「2019年の決算期以降いずれかの決算期」と比較して減少している、
又は直近決算期において損失を計上していること。
〇令和６年度において、本事業で１度も交付決定 を受けていないこと 。
〇申請者が所有又は賃借する 本社・事業所・工場等 において取り組まれ、実施場所に応じて以
下の条件を満たすこと。
　・東京都内の場合
　　　条件）都内に本店または支店があること
　・東京都外（神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在すること）
の場合
　　　条件）都内に本店があること

ポストコロナ等における事業環境の変化を課題と捉え、対応策として、事業者が創意工夫
のもと「これまで営んできた 事業の深化又は発展」に取り組み、これが経営基盤の強化
につながると認められた場合に 、当該取組に必要な経費の一部を助成します。

項目）
〇既存事業の「深化」
　経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業自体の質を高めるための取組
　・高性能な機器、設備の導入等による競争力強化の取組
　・既存の商品やサービス等の品質向上の取組
　・高効率機器、省エネ機器の導入等による生産性の向上の取組
〇既存事業の「 発展 」
　経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業を基に、新たな事業展開を図る取組
　・新たな商品、サービスの開発
　・商品、サービスの新たな提供方法の導入
　・その他、既存事業で得た知見等に基づく新たな取組

交付決定日から最大1年間 https://www.tokyo-
kosha.or.jp/support/josei
/jigyo/kankyo-
sokuo/index.html

〇問合せ先：（公財）東京都中小企
業振興公社
新たな事業環境に即応した経営展開
サポート事業 事務局

21 〇 〇 なし

生産性向上 港区/東京都 港区中小企業デジタル技術導入促進補
助金

2024年6月17日(月)～2025年2
月28日(金)

100万円 1/2
自己負担額の1/2以下
（国の補助対象経費－国の補助額）× 補助率（
1/2 ）

港区内の中小企業者 〇法人については、区内に本店登記があること及び区内に事業所を有すること。個人事業者につ
いては、区内に事業所を有すること。

ものづくり補助金「デジタル枠」（第14 次以降）及びものづくり補助金「省力化（オー
ダーメイド）枠」、「製品・サービス高付加価値化枠（成長分野進出類型のうち「DX」
のみ）」（第17 次以降）の額の確定を受けた区内の中
小企業者に対し、区が補助金を上乗せして支給します。

対象となる国の補助金）
額の確定通知を受けた「ものづくり補助金」（①デジタル枠（第14 次以降）、②省力化
（オーダーメイド）枠、③製品・サービス高付加価値化枠（成長分野進出類型のうち
「DX」のみ）

https://minato-
sansin.com/digital/

〇問合せ先：港区 産業振興課 経営支
援係
〇申請方法：オンライン申請、郵送
申請
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22 〇 〇 なし

生産性向上 品川区/東京
都

令和6年度
事業承継支援事業設備投資助成金

2024年4月15日(月)～2025年1
月31日(金)17時必着

製造業：500万円
その他の業種：250万円

1/2以内 品川区に本社あるいは主な事業所を有している中小事業者 〇事業承継を3年以内に行う見込みを有する方もしくは事業承継してから2年を経過していない
方
〇本助成金の申請日より前半年以内に品川区事業承継支援事業の専門家派遣を受けた事業者
〇事業承継専門家派遣実施後から助成金申請前までに本助成金の活用について、区の商工相談員
による経営相談を受けた事業者。
　※助成決定された場合は、後継者の方は「しながわ後継者塾」へ参加していただきます。

区内中小企業の多くが経営者の高齢化による後継者不足等に直面している現状があること
を踏まえ、事業承継をする（もしくは既に事業承継をした）ことによる後継者が新たに取
り組むための設備更新等および更なる発展に向けて競争力強化を目指した最新機械設備導
入等に対する経費の一部を助成し、世代交代の促進と地域経済の維持・拡大を図ります。

対象事業）
・事業承継をする(もしくは既に事業承継をした)ことによる後継者が新たに取り組むため
の設備更新・導入事業
・更なる発展に向けて競争力強化を目指した最新機械設備の導入事業

https://www.mics.city.shi
nagawa.tokyo.jp/mokutek
ikarasagasu/jigyoshokeiw
oshitai_jotowoshitai/1448
.html

〇問合せ先：品川区 地域産業振興課
中小企業支援担当（経営支援担当）
〇申請受付は品川区事業承継支援事
業の専門家派遣を実施した方のみ

23 〇 〇 なし

生産性向上 墨田区/東京
都

墨田区生産性向上等支援補助金 2024年4月1日(月)～2024年12
月27日(金)

400万円 2/3 墨田区内に１年以上主たる事業所を有する中小事業者 〇すみだビジネスサポートセンターへの事前相談は必須です。（事前予約制）
〇対象経費
　工作機械、測定機器等の機械及び装置の導入経費（１台分 中古・リース可）
　※１年以上常時使用している区内事業所等に設置する機械等が補助金の対象。
〇対象経費について国・都・区等が実施する他の制度（補助金）の支援を受けていないこと。

区内中小企業の持続的な発展を後押しするため、ものづくりの製造過程において使用する
工作機器、測定機器等で、生産性の向上等に資するものを導入する際の経費の一部を補助
します。

https://www.city.sumida.l
g.jp/sangyo_jigyosya/san
gyo/hojokin_joseikin/kiki
donyu.html

〇問合せ先：墨田区産業観光部 経営
支援課

24 〇 〇 〇 なし

生産性向上 荒川区/東京
都

荒川区製造業等企業価値向上支援事業
補助金

2024年4月1日(月)～2025年2
月17日(月)

一般：100万円
特例：300万円

1/4または1/3（※）
※小規模企業者の場合

区内に本社を有する製造業等の中小企業者 〇試用等を含め、実際に設備等を導入する前に相談が必要。
〇特例の適用要件
　(1)経営革新計画の承認を受け、かつ計画に沿った設備を導入する事業者、
　(2)先端設備等導入計画の認定を受け、かつ計画に沿った設備等を導入する事業者、
　(3)エコアクション21の認証又はISO14000シリーズの認証を受け、かつ認証された内容に
沿った設備等を導入する事業者、
　(4)東京都中小企業振興公社が実施するBCP実践促進助成金の交付決定を受け、かつ交付決定
の内容に沿った設備等を導入する事業者

荒川区では、中小企業者の生産性向上及び企業価値向上を目的とした補助を行っていま
す。

補助金メニュー）
補助金メニューは以下の4つあり、「(1)生産性向上設備投資補助」が対象です。
(1)生産性向上設備投資補助
　生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を得るために直接的に必要であり、かつ
計画期間3年で年平均1パーセント以上の労働生産性を向上させるために必要な設備の設
置
(2)ダイバーシティ経営推進補助
　多様な人材が働きやすい職場環境を整備するために必要な設備の設置
(3)ICT導入補助
　ICTを用いて、業務効率化や販路拡大に繋げるために必要なシステムの構築及び導入等
(4)BCP実践設備投資補助
　公社BCP助成金交付要綱による助成対象事業として規定されている設備等の導入

2025年3月31日まで https://www.city.arakawa
.tokyo.jp/a021/jigyousha/
jigyouunei/syoukibohojyo
.html

〇問合せ先：経営支援課経営支援係

25 〇 〇 なし

生産設備の省
エネ化

荒川区/東京
都

令和6年度
荒川区中小企業ＧＸ経営推進支援事業
補助金

2024年4月1日(月)～2025年2
月17日(月)

一般：100万円
特例：200万円

一般：1/2
特例：2/3

区内に本社を有する中小企業者（※）

※大企業が経営に実質的に参画しないこと

〇対象設備の「①生産、販売等事業活動に必要な設備」は、事業活動において現に使用している
設備を同等以上の出力・能力を有する設備に更新するものであって、新規設備が既存設備と比較
しエネルギー使用量の削減が10％以上見込まれるもの又は既存設備の発売から10 年以上経過し
た後に発売されたものを導入する場合が対象です。
〇同一の申請者について補助額が合計100万円（特例利用の場合は、200万円）になるまで、異
なる種類の設備の導入に関して、補助金を利用できます。
　※注1　同一年度において、同じ種類の設備の導入に関しては、補助金を利用できません。
　※注2　同一年度において、特例の利用は1回限りです。
〇特例：ISO14001、ISO50001、エコアクション２１又はエコステージ（ステージ2以上）の
いずれかの認証を受けている場合。

区内中小企業の皆様が、経済と環境の好循環を目指すグリーントランスフォーメーション
（GX）経営に取り組むために行う設備投資に要する経費の一部を補助します。これによ
り、GX経営に取り組むことによるブランド構築を通じた競争力強化及びコスト低減によ
る経営基盤強化を促進し、皆様の事業活動の持続化等を支援します。

対象事業）
経済と環境の好循環を目指すＧＸの実現につながる事業用途限定の設備の導入を行うもの
で、以下の６種類の設備の導入が対象です。
①生産、販売等事業活動に必要な設備
②空調設備
③照明設備
④小型ボイラー設備
⑤再生可能エネルギー設備
⑥蓄電池

2025年3月31日まで https://www.city.arakawa
.tokyo.jp/a021/jigyousha/
jigyouunei/gxkeieisuishin
shien.html

〇問合せ先：荒川区 産業経済部 経営
支援課経営支援係

26 〇 〇 なし

生産設備の省
エネ化

足立区/東京
都

令和6年度
省エネルギー対策工場設備更新補助金

2024年4月1日～2024年11月
29日

500万円 購入本体価格の1/2 製造業の中小企業者 〇申請前の相談が必要です。（予約制）
〇製造業の事業者は、更新する生産機器について 事前相談のうえ、省エネ診断を受けてくださ
い。
〇次に掲げる要件を全て満たす生産機器に更新する者であること。
　(1)省エネ診断に当該生産機器に関する記載があり、その生産機器の更新による二酸化炭素の
削減効果が10%以上見込めること。
　(2)更新前の生産機器と同種の生産機器に更新すること。
　(3)5年以上継続して足立区内で使用する見込みがある生産機器であること。
　(4)過去にこの要綱に基づき受けた交付決定に係る生産機器でないこと。
　(5)対象工場が都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）に基づく工場
の初回認可日から１年以上経過していること 。（認可工場）

※その他詳細は募集案内をご確認ください。

エネルギーを大量に消費する
製造業が脱炭素化促進のために、省エネ機器への更新を行い消費電力等の減少、温室効果
ガスの排出量削減を行うための、経費の一部を区が補助することで、区内の低炭素社会へ
の転換の一助となることを目的としています。

対象経費）
生産設備などの省エネ機器への更新

https://www.city.adachi.t
okyo.jp/kankyo-
hozen/hojyokin.html

〇問合せ先：足立区役所 生活環境保
全課 公害規制係
〇申請前の事前相談が必須。

27 〇 なし

生産性向上 足立区/東京
都

令和6年度
IT・IoT導入補助金

2024年7月1日(月)～2025年2
月14日(金)

IT活用：75万円
IoT活用：150万円

購入本体価格の1/2 足立区内の個人事業者及び中小企業者 対象経費）
(1)IT活用
　・ITツールまたは新たな設備の導入による経費
　・特定業務向けのクラウドサービス利用料、専門家相談経費
　・特定業務用アプリケーションの費用及びカスタマイズなどのためにシステムベンダーに支払
う費用
(2)IoT活用
　・複数の機械等がネットワーク環境に接続され、そこから収集される情報・データを活用し
て、①監視（モニタリング）、②保守（メンテナンスサービス）、③制御（コントロール）、④
データ分析（アナライズ）の費用
　・システム構築、ソフトウェア開発に係る経費、専門家相談経費

この事業は、事業者が自らの強みと弱みを踏まえた経営上の課題を見出すとともに、自社
でIT・IoTを導入活用することで 、生産性の向上及び業務の効率化等の実現を支援するも
のです 。また、この支援を通じて、区内産業の活性化と産業振興を図ることを目的とし
ています。

https://www.city.adachi.t
okyo.jp/chusho/itiothojyo
.html

〇問合せ先：足立区 産業経済部 企業
経営支援課 イノベーション推進担当

28 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上 板橋区/東京
都

令和6年度
生産性向上に資する設備投資助成事業
助成金

2024年5月7日(火)～2024年11
月29日(金)

500万円又は666万円（※）

※「従業員への賃上げ方針を表明したことを
証する書面」の提出があった企業または板橋
製品技術大賞受賞企業（過去3年度）が該当

1/2以内又は、2/3以内（※）

※※「従業員への賃上げ方針を表明したことを証
する書面」の提出があった企業または板橋製品技
術大賞受賞企業（過去3年度）が該当

区内に本社又は事務所を有する製造業等の中小企業者 〇事前に、 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」の認定を板橋区に申請し、認
定を受けることが必要。
〇同一の事業について、国、都、板橋区、商工会議所その他これに類する団体から助成を受けた
あるいは受ける予定の項目が経費に含まれていないこと。

都内中小企業の景況は回復傾向が 見込まれていますが 、エネルギー価格高騰や円安の影
響が長引いており、生産性の伸び悩みが懸念されています。今後のポストコロナ時代に向
けて新たな事業を展開していくため、生産性向上に積極的にチャレンジする区内中小企業
者の持続的発展を目的とした、生産性向上に資する設備投資に係る経費の一部を助成し、
区内中小企業の生産性及び経営力の向上を図ります。

対象事業）
中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の認定を受けた事業

交付決定日から2025年1月31日ま
で

https://www.city.itabashi.
tokyo.jp/bunka/chusho/y
uushi/1051315.html

〇問合せ先：板橋区 産業経済部 産業
振興課 工業振興係

29 〇 〇 〇 なし

生産性向上 富士見市/埼
玉県

令和6年度
富士見市中小企業チャレンジ支援事業
補助金

生産性向上支援
事業
設備導入事業

2024年4月1日～随時（予算終
了まで）

生産性向上支援事業：10万円
設備導入事業：50万円

1/2以内 市内に本社または事務所を有する中小企業者等 〇生産性向上支援事業
・対象経費：ビジネスのデジタル化に向けた設備費用及び業務効率化のためのソフト購入費用
〇設備導入事業
・埼玉県経営革新計画承認企業又は先端設備等導入計画認定企業であること。
・対象経費：市内の事業所で使用する、製品の生産の用に直接供する設備の購入費用、据付けに
要する経費
　（埼玉県経営革新計画又は先端設備等導入計画に即して実施するものに限る。）
〇交付決定前に事業に着手してしまうと助成の対象となりません。
〇同一事業で過去に 補助を受けている方は申請できません。

市内中小企業等の競争力強化及び地域産業の活性化を図るため、産業振興基金を活用し、
市内中小企業者等が新たに取り組む事業に対し、経費の一部を補助 します。

対象事業）
以下の事業の内、「デジタル・トランスフォーメーション化事業」の「生産性向上支援事
業」、「設備導入事業」が対象です。
1)経営改善事業
2)研究開発事業
3)人材育成事業
4)販路開拓事業
5)デジタル・トランスフォーメーション化事業
・テレワーク環境整備事業
・生産性向上支援事業
・キャッシュレス決済導入事業
6)設備導入事業
7)経営革新事業

https://www.city.fujimi.sa
itama.jp/60jigyo/06sangy
ou/syoukou/tyusyoukigyo
utyarenz.html

〇問合せ先：富士見市産業経済課

30 〇 〇 〇 なし

新分野展開・
業態転換

長野県 長野県プラス補助金（第1弾）
（中小企業経営構造転換促進事業補助
金）

信州未来リー
ディング企業育
成事業

2023年4月3日（月）～2024年
2月29日（木）
2024年4月1日（月）～2025年
2月14日（金）

※事業計画の提出期限：2023
年9月29日（受付終了）

中小企業(通常枠)：500 万円
中小企業(卒業枠)：1,000 万円

中小企業(大規模賃金引上枠)：2,000 万円
中小企業(最低賃金枠)：100 万円

中小企業(緊急事態宣言特別枠)：100万円

・中小企業(通常枠)：4/30
・中小企業(卒業枠)：定額
・中小企業(大規模賃金引上枠)：定額
・中小企業(最低模賃枠)：1/20
・中小企業(緊急事態宣言特別枠)：1/20

長野県内中小企業 〇この補助金は、国が令和２年度の第３次補正予算で実施する中小企業等事業再構築促進事業
（中小企業：卒業枠、通常枠、大規模賃金引上枠、最低賃金枠及び緊急事態宣言特別枠）（※）
の交付決定を受け、事業を実施する県内中小企業が対象となります。
　※上乗せ補助の対象は、第５回公募までの採択者です。
〇本補助金の交付を受けるためには、国の補助金の交付決定を受けた後、事業計画を県に提出
し、補助事業の確認を受ける必要があります。

本県経済において中心的な役割を果たしている中小企業の未来（ポストコロナ）に向けた
事業再構築を支援し、日本の各産業分野におけるリーディングカンパニーへの成長を促進
するとともに、ウィズコロナ・ポストコロナを見据え、ニューノーマルに対応した低感染
リスク型ビジネスへの取組など、持続可能な経営形態への転換を支援するため

https://www.pref.nagano.
lg.jp/keieishien/corona/k
ouzou-tenkan.html

〇問合せ先：産業・雇用 総合サポー
トセンター（地域振興局 商工観光
課）
〇交付申請の前に、長野県から補助
事業の確認を受ける必要がありま
す。

31 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

長野県 長野県プラス補助金（第1弾）
（中小企業経営構造転換促進事業補助
金）

中小企業ニュー
ノーマル対応支
援事業

2023年4月3日（月）～2024年
2月29日（木）
2024年4月1日（月）～2025年
2月14日（金）

※事業計画の提出期限：2023
年9月29日（受付終了）

ものづくり・商業・サービス補助金：
200万円

小規模事業者持続化補助金：20万円
IT導入補助金：90万円

・ものづくり・商業・サービス補助金：4/30
・小規模事業者持続化補助金：3/20
・IT導入補助金：4/30

長野県内中小企業 〇この補助金は、国が令和２年度の第３次補正予算で実施する中小企業生産性革命推進事業（も
のづくり・商業・サービス補助金（※1）及び小規模事業者持続化補助金（※2）及びIT導入補
助金（※3）のうち低感染リスク型ビジネス枠に限る）の交付決定を受け、事業を実施する県内
中小企業が対象となります。
　※1 上乗せ補助の対象は、9次締切までの採択者です。
　※2 上乗せ補助の対象は、第6回までの採択者です。
　※3 上乗せ補助の対象は、第5次締切までの採択者です。
〇本補助金の交付を受けるためには、国の補助金の交付決定を受けた後、事業計画を県に提出
し、補助事業の確認を受ける必要があります。

本県経済において中心的な役割を果たしている中小企業の未来（ポストコロナ）に向けた
事業再構築を支援し、日本の各産業分野におけるリーディングカンパニーへの成長を促進
するとともに、ウィズコロナ・ポストコロナを見据え、ニューノーマルに対応した低感染
リスク型ビジネスへの取組など、持続可能な経営形態への転換を支援するため

https://www.pref.nagan
o.lg.jp/keieishien/coron
a/kouzou-tenkan.html

〇問合せ先：産業・雇用 総合サポー
トセンター（地域振興局 商工観光
課）
〇交付申請の前に、長野県から補助
事業の確認を受ける必要がありま
す。
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新規追加または情報更新
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32 〇 〇 〇 なし

新分野展開・
業態転換

長野県 長野県プラス補助金（第2弾）
（中小企業経営構造転換促進事業補助
金）

事業再構築補助
金（国）の拡充

2023年4月3日（月）～2024年
2月29日（木）
2024年4月1日（月）～2025年
2月14日（金）

※事業計画の提出期限：2023
年9月29日（受付終了）

最低賃金枠(中小企業)：100 万円
回復・再生応援枠(中小企業)：100 万円

グリーン成長枠(中小企業)：500 万円
原油価格・物価高騰等緊急対策枠(中小企

業)：288 万円
通常枠(中小企業)：100 万円

・最低賃金枠(中小企業)：1/20
・回復・再生応援枠(中小企業)：1/20
・グリーン成長枠(中小企業)：1/10
・原油価格・物価高騰等緊急対策枠(中小企業)：
1/20
・通常枠(中小企業)：1/12

長野県内中小企業 〇この補助金は、国が令和３年度補正予算及び令和４年度予備費予算で実施する中小企業等事業
再構築促進事業（中小企業：最低賃金枠、回復・再生応援枠、グリーン成長枠、原油価格・物価
高騰等緊急対策枠及び通常枠）の交付決定を受け、事業を実施する県内中小企業が対象となりま
す。
　※上乗せ補助の対象は、第6回公募から第8回公募までの採択者です。
〇本補助金の交付を受けるためには、国の補助金の交付決定を受けた後、事業計画を県に提出
し、補助事業の確認を受ける必要があります。

コロナ禍において、引き続き業況が厳しい中小企業の持続可能な経営形態への転換を促進
し、ニューノーマルな社会変化への対応や競争力強化への取組を支援するため、予算の範
囲内で、『長野県プラス補助金（第２弾）』（中小企業経営構造転換促進事業補助金：第
２弾）を交付します。

この補助金は、国が令和３年度補正予算及び令和４年度予備費予算で実施する中小企業等
事業再構築促進事業（中小企業：最低賃金枠、回復・再生応援枠、グリーン成長枠、原油
価格・物価高騰等緊急対策枠及び通常枠）の交付決定を受け、事業を実施する県内中小企
業が対象となります。

https://www.pref.nagano.
lg.jp/keieishien/corona/k
ouzou-tenkan2.html

〇問合せ先：産業・雇用 総合サポー
トセンター（地域振興局 商工観光
課）
〇交付申請の前に、長野県から補助
事業の確認を受ける必要がありま
す。

33 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

長野県 長野県プラス補助金（第2弾）
（中小企業経営構造転換促進事業補助
金）

ものづくり・商
業・サービス補
助金（国）の拡
充

2023年4月3日（月）～2024年
2月29日（木）
2024年4月1日（月）～2025年
2月14日（金）

※事業計画の提出期限：2023
年9月29日（受付終了）

回復型賃上げ・雇用拡大枠：157万円
グリーン枠：250万円

・回復型賃上げ・雇用拡大枠：1/12
・グリーン枠：1/12

長野県内中小企業 〇この補助金は、国が令和３年度補正予算で実施する中小企業生産性革命推進事業（ものづく
り・商業・サービス補助金のうち回復型賃上げ・雇用拡大枠及びグリーン枠に限る）の交付決定
を受け、事業を実施する県内中小企業が対象となります。
　※1 上乗せ補助の対象は、10次締切から12次締切までの採択者です。
〇本補助金の交付を受けるためには、国の補助金の交付決定を受けた後、事業計画を県に提出
し、補助事業の確認を受ける必要があります。

コロナ禍において、引き続き業況が厳しい中小企業の持続可能な経営形態への転換を促進
し、ニューノーマルな社会変化への対応や競争力強化への取組を支援するため、予算の範
囲内で、『長野県プラス補助金（第２弾）』（中小企業経営構造転換促進事業補助金：第
２弾）を交付します。

この補助金は、国が令和３年度補正予算で実施する中小企業生産性革命推進事業（ものづ
くり・商業・サービス補助金のうち回復型賃上げ・雇用拡大枠及びグリーン枠に限る）の
交付決定を受け、事業を実施する県内中小企業が対象となります。

https://www.pref.nagano.
lg.jp/keieishien/corona/k
ouzou-tenkan2.html

〇問合せ先：産業・雇用 総合サポー
トセンター（地域振興局 商工観光
課）
〇交付申請の前に、長野県から補助
事業の確認を受ける必要がありま
す。

34 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上 新潟市/新潟
県

令和6年度
新潟市中小企業生産性向上・グリーン
設備投資補助金

2024年4月1日(月)～2025年3
月31日(月)

区分A：200万円
区分B：500万円

区分C：1,000万円

区分A：10%（※）
区分B：20%（※）
区分C：30%（※）

※機械及び装置の取得価額

〇新潟市内の工場等（製造業、新聞業、出版業に属する業に用に供する事務所）に設備投資を行う中小
企業者
　※建設業、卸売業、小売業（製造小売業を含む）等は対象になりません。

〇交付要件
事業の用に直接供する取得価額160万円以上の「機械及び装置」であり以下の区分に該当するも
の
【区分A】(1)作業効率化：20％以上改善
　　　　  (2)下記①～③のいずれかを満たすもの
　　 　　　①CO2排出量を20％以上削減,　②省エネ（燃費等）効果20％以上達成
　　　　　 ③生産設備で使用するエネルギーを化石燃料から電力へ変換するもの
【区分B】(1)作業効率化：30％以上改善
　　　　  (2)下記①～③のいずれかを満たすもの
　　 　　　①CO2排出量を30％以上削減, ②省エネ（燃費等）効果30％以上達成
　　　　　 ③生産設備で使用するエネルギーを化石燃料から電力へ変換するもの
 【区分C】(1)作業効率化：40％以上改善
　　　　   (2)下記①～④のいずれかを満たすもの
　　 　　　 ①CO2排出量を40％以上削減, ②省エネ（燃費等）効果40％以上達成, ③生産設備
で使用するエネルギーを化石燃料から電力へ変換するもの
　　　　   (3)導入設備から製造された製品又は製品を構成する部材がCO2 排出量削減に寄与す
るものであり、工場の炭素生産性が年1%以上向上するもの

市内に工場等を有する中小企業者（製造業、新聞業、出版業）が、事業の高度化及び拡大
並びに継続を図るため設備を取得する場合において、当該中小企業者の生産性の向上に加
え、脱炭素化に向けた取り組みを支援し、もって本市産業の競争力強化を図ることを目的
とする。

https://www.city.niigata.l
g.jp/business/kigyo/toshi
/seisannsei-kojo.html

〇問合せ先：新潟市役所企業誘致
課、各区役所の担当課
〇申請前に設備投資計画の事前相談
が必要

35 〇 〇 なし

生産性向上 魚沼市/新潟
県

令和6年度
魚沼市産業技術支援事業補助金

2024年4月1日(月)～2024年10
月31日(木)17時

100万円（※）

※以下の取組の場合は、上限150万円
(1)大学等と契約し共同で実施する研究開発
(2)スマートファクトリー化を目的とした技

術又は設備の導入

1/2以内 市内に本社、主たる事業所又は工場等を有する中小企業者等 〇国、県その他の補助事業等により収入がある場合にあっては、当該補助金等を控除した金額を
補助対象経費とする。
〇原則、事業開始の1月前までに申請してください。
〇申請書類の作成前に、事業内容やスケジュール等について、あらかじめ商工課に相談してくだ
さい。

「魚沼市産業技術支援事業」は、市の産業の活性化を図るため、中小企業者等が行う新規
市場の創出、新たな事業展開、人手不足に対応した設備導入等を行う際に要する経費に対
し、予算の範囲内において補助金を交付するものです。

対象事業）
(1)新技術・新素材等を利用した新製品開発
(2)生産技術の高度化や課題解決に向けた改良
(3)異分野技術を利用した新製品開発
(4)前各号に類する技術等を活用した新製品及び新商品の開発
(5)スマートファクトリー化を目的とした技術又は設備の導入

交付決定日から2025年3月31日ま
で

https://www.city.uonuma.
lg.jp/site/shigoto-
net/1012224.html

〇問合せ先：魚沼市役所 商工課 商工
係
〇事前相談が必要です。

36 〇 なし

ロボット導入
事前調査

静岡県 令和5年度
産業用ロボット導入事前検証・事業化
可能性調査事業費補助金

2023年４月1日(金)～随時 50万円 1/2以内 県内に事業所又は住所を有する中小企業者 〇調査のために必要なロボット借用費、リース料及びロボット関連装置／部品の制作費（認めら
れる場合がある）は補助対象外。

本補助事業は、中小企業へのロボット導入システムの導入に向けたシミュレーションのた
めの費用を補助することで、ロボットシステムの導入を促進し、生産性を向上させるとと
もに、そのシステムを構築するロボットシステムインテグレータ業務を確立することを目
的とします。

交付決定の日から事業完了日まで https://www.pref.shizuok
a.jp/sangyou/sa-
130/sangyouyourobot.htm
l

〇問合せ先
静岡県経済産業部産業革新局産業イ
ノベーション推進課

37 ◎ ◎ ◎ なし

工場・研究所
の新増設

愛知県 新あいち創造産業立地補助金 Aタイプ
（市町村と連携
する県内再投資
の支援）

随時 10億円（県支援分は5億円） 10％以内（県支援分5％） 大企業、中小企業
20年以上、県内（新設又は増設を行う市町村内）に立地する工場等を有し、同一市町村内において製造
業・ソフトウェア業に係る工場、研究所を新設又は増設する企業（中小企業の場合は、市町村を通じた
間接補助）

【投資規模要件】
大企業 ： 25億円以上　　　　中小企業 ： 1億円以上
・20年以上同一市町村内で工場等を有していること。
【雇用要件】
認定申請から支援期間が終了するまでの間、以下の常用雇用者を維持
大企業 ： 100人以上　　　　中小企業 ：25人以上

長年にわたり、地域の経済・雇用の基盤を支えている企業の流出を防止するため、立地市
町村と連携し、県内における再投資を支援します。
【対象分野】
（１）次世代自動車（自動車を含む）、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報
通信、ロボット、その他知事が認める分野
（２）愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に定める集積業種

https://www.pref.aichi.j
p/ricchitsusho/yuuguu/k
en.html#shinaichi

〇中小企業の場合は、市町村を通じ
た間接補助
〇連携する市町村により、補助額、
補助率など募集内容に違いがありま
す。
〇問合せ先：愛知県産業労働部産業
立地通商課（立地推進グループ）

38 ◎ ◎ ◎ なし

工場・研究所
の新増設

愛知県 新あいち創造産業立地補助金 Bタイプ
（サプライ
チェーンの中核
をなす分野等の
企業立地等の支
援）

随時 10億円 10％以内（既設工場での設備投資は5％以内） 大企業、中小企業
製造業・ソフトウェア業に係る工場、研究所を新設又は増設する企業

【投資規模要件】
大企業 　 ： 5億円（②は25億円）以上
中小企業 ： 2,000万円以上
【雇用要件】
常用雇用者数の増
大企業 ： 20人以上　　　中小企業 ： 5人以上

サプライチェーンの中核をなす分野や成長産業分野において、県内の経済活力や雇用の喪
失防止・拡大につながる、小さくてもきらりと光る企業立地を支援します。
【対象分野】
（１）次世代自動車（自動車を含む）、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報
通信、ロボット、その他知事が認める分野
（２）（１）のうち、以下のいずれかに該当するもの
　①サプライチェーンの中核をなす部品・素材分野
　②高い成長性が見込まれる分野又は企業

https://www.pref.aichi.j
p/ricchitsusho/yuuguu/k
en.html#shinaichi

〇問合せ先：愛知県産業労働部産業
立地通商課（立地推進グループ）

39 ◎ ◎ ◎ なし

工場・研究所
の新増設

愛知県 21世紀高度先端産業立地補助金 随時 100億円（投資額300億円以下の場合 ： 10
億円）

10％以内（既設工場での設備投資は5％以内）
・研究所は、新増設 ： 20％以内（既設 ： 10％
以内）
・300億円超の投資案件の場合は、300億円を超え
る金額の5％を10億円に追加

大企業、中小企業
製造業・ソフトウェア業に係る工場・研究所を新設又は増設する企業（中小企業の工場の場合は、市町
村を通じた間接補助）

【投資規模要件】
　大企業（工場）　　　：50億円以上
　大企業（研究所） 　：　5億円以上
　中小企業 　　　　　 ：　2億円以上
【雇用要件】
　新規常用雇用者の増
　大企業（工場）　　　：20人以上
　中小企業（工場）　 ： 5人以上
　・300億円超の投資案件の場合は、300億円を超える投資額100億円毎に10人の常用雇用者増
を追加

県経済に大きな技術波及・雇用創出効果をもたらす、高度先端産業分野における大規模な
工場・研究所の立地 を支援します 。
【対象分野】
航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、先端素材、ナノテクノロジー、バ
イオテクノロジー、その他知事が認める高度先端的な技術分野

https://www.pref.aichi.j
p/ricchitsusho/yuuguu/k
en.html#shinaichi

〇中小企業の場合は、市町村を通じ
た間接補助
〇連携する市町村により、補助額、
補助率など募集内容に違いがありま
す。
〇問合せ先：愛知県産業労働部産業
立地通商課（立地推進グループ）

40 ◎ ◎ ◎ なし

新商品開発・
生産性向上

愛知県 航空宇宙産業応援補助金 2024年4月1日(月)～2026年3
月31日(火）
（随時受付）

1.5億円 1/4以内 県内に事業所を有し、当該事所において事業を行っている企業 〇航空宇宙産業に係る事業について、直近の3年間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019
年中の同時期の売上高に比べて10％以上減少している企業
〇対象経費：航空宇宙分野における製品の開発、生産等を行うために県内おいて設置する機械又
は装置の購入代金、運搬費及び据付工事費（1設備あたり2千万円以上）
〇同一補助対象設備に対して、 国や他自治体の補助金と併用してご利用いただけます 。
（事業再構築補助金、名古屋市航空宇宙産業設備投資促進補助金、小牧市中小企業次世代成長産
業設備導入補助金等）
　※国や他自治体の補助金の要綱等をご確認ください。
〇2025年度末までに事業を完了すること。

愛知県では、県内で新規設備投資を行う航空機サプライヤーを対象に、航空機需要回復に
向けた生産基盤の維持・強化の取組を支援します。

交付決定日～2026年3月31日 https://www.pref.aichi.jp
/press-
release/kokuhozyokin202
3.html

〇問合せ先：愛知県 経済産業局 産業
部 産業振興課 次世代産業室 航空宇
宙産業グループ
〇提出方法：あいち電子申請・届出
システム

41 〇 〇 〇 なし

生産性向上 名古屋市/愛
知県

小規模企業経営基盤強化設備投資補助
金

2024年4月1日(月)～2024年10
月18日(金)

※認定申請期間

300万円 補助対象経費の10％以内 〇市内に本店又は本社を有する小規模企業者
〇みなし大企業でないこと

〇補助事業）市内に所在する事業所に新たに機械設備等を設置し、取得する事業
〇機械設備等は生産性向上のために導入するものであること

この補助金は、名古屋市内の小規模企業者が市内の事業所に新たに機械設備等を取得する
事業に対し、公益財団法人名古屋産業振興公社がその事業に要する経費の一部を補助する
ことにより、市内の小規模企業者の生産性向上を図り、経営基盤の強化に資することを目
的とする。

http://www.nipc.or.jp/n
ew-
biz/gaikoku/index.html

〇問合せ先：公財）名古屋市新事業
支援センター
〇名古屋市新事業支援センターへの
認定申請が必要。認定後、事業を実
施する。
〇交付は名古屋市の令和7年度の予算
の可決・成立が条件。交付申請は令
和7年4月から受付を行い、交付時期
は令和7年5月以降。

42 〇 〇 〇 なし

工場・研究所
の新増設

名古屋市/愛
知県

名古屋市内企業再投資促進補助金 随時 大企業：5億円
中小企業：10億円

大企業：5%以内(※)
中小企業：10%以内
（うち2分の1は県負担）

※固定資産税・都市計画税相当額の3年分（研究所
の場合5年分）かつ固定資産取得費用の5％以内

20年以上、市内に立地する工場等を有する企業で、工場、研究所の新増設を行う企業 〇愛知県の「新あいち創造産業立地補助金」に採択されることが必要
〇20年以上市内に立地していること
〇【投資規模要件】
大企業 ： 25億円以上　　　　中小企業 ： 1億円以上
〇【雇用要件】
名古屋市内の事業所における常用雇用者数の合計で、事業認定申請時点から補助金交付終了年度
末までの期間中、
大企業 ： 100人以上　　　　中小企業 ：25人以上

名古屋市では、長年にわたり、市内の経済・基盤を支えている企業の流出を防止するた
め、愛知県と連携し、市内における再投資を支援します。

対象事業）
・工場、研究所の新増設
・設備一新
対象分野）
愛知県及び名古屋市の以下の対象分野要件を満たすことが必要です。
〇 名古屋市の対象分野
(1) 環境・エネルギー課題解決産業　(2) 医療・福祉・健康産業
(3) クリエイティブ産業　 (4) 先端分野産業　(5) サポート産業
(6) 中小企業者で主に製造加工を行う製造業等その他市長が認める分野
〇 愛知県の対象分野
愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の集積業種（東尾張地域）

https://www.city.nagoya.j
p/keizai/page/000015393
8.html

〇問合せ先：名古屋市経済局イノ
ベーション推進部産業立地交流室産
業立地交流係

43 〇 〇 〇 なし

工場・研究所
の新増設

一宮市/愛知
県

一宮市企業再投資促進補助金 随時 3億円 固定資産取得費用（土地を除く）の10% 工場・研究所の新増設等を行う中小企業
工場等が20年以上愛知県内で立地し、かつ概ね10年以上一宮市に立地しており、25人以上の常用雇用
者を有する企業

〇【投資規模要件】
固定資産取得費用1億円以上（土地を除く）
〇【雇用要件】
・支援期間中において、常用雇用者を25人以上維持すること。
・操業開始に伴い、新規常用雇用者を5人以上雇用し、支援期間中5人以上維持すること。
〇一宮市企業立地奨励措置の「立地促進奨励金」との併用はできません。

長年にわたり、地域の経済・雇用の基盤を支えている企業の流出を防止するため、愛知県
と連携し、市内における再投資を支援します。
※「新あいち創造産業立地補助金（Aタイプ）」に対応した補助金

対象分野）
・自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、
ロボット関連分野、その他市長が認める分野
・愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の西尾張地域集積業種の分野

https://www.city.ichinomi
ya.aichi.jp/katsuryokusou
zou/sangyoushinkou/101
0102/1044301/1002626.ht
ml

〇問合せ先：一宮市企業立地推進課
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44 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

刈谷市/愛知
県

刈谷市小規模企業者設備投資促進補助
金

2024年4月1日(月)～2025年3
月31日(月）

500万円 ・経営革新計画に基づく設備更新等：10/100
・上記以外の設備更新等：5/100

市内で現に事業活動を行っている小規模企業者(※)

※55歳以下の後継者がいること（代表者が55歳以下である場合を除く）

〇対象経費
本市の償却資産課税台帳に登録された次の区分に属する資産の取得価額（消費税及び地方消費税
相当額を除く）とします。ただし、対象期間内における取得価額の合計額が通算300万円に満た
ない場合は交付の対象となりません。
・構築物
・機械及び装置（※ブルドーザー・パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター
及び農林業用運搬機具を除く）
・工具、器具及び備品

小規模企業者の設備投資の促進及び経営基盤の強化を図るため、市内に所在する事業所に
おける設備の更新等を行う場合に、その費用の一部を補助します。

設備の更新等を行った時期）
令和4年1月2日～令和7年1月1日

https://www.city.kariya.lg
.jp/sangyo/yushi/101184
5/1006271.html

〇問合せ先：刈谷市役所 商工業振興
課

45 ◎ なし

生産設備の省
エネ化

豊田市/愛知
県

豊田市カーボンニュートラル省エネ生
産設備導入促進補助金

2023年4月1日(土)～2024年12
月27日(金）

4,500万円（※1）または3,000万円

※1 豊田市SDGs認証のうち最上位認証又は
上位認証を有している場合

1/2（※1）または1/3

※1 豊田市SDGs認証のうち最上位認証又は上位認
証を有している場合

市内に事業所を置く中小企業等の製造業 〇対象設備
(1)既存設備の更新により導入する指定生産設備(※1) であって、既存設備よりエネルギー消費
効率が優れていること。
(2)更新前後で使用用途が同じであること。
(3)兼用設備、将来用設備又は予備設備ではないこと。
他の要件は要領を参照ください。

※1指定生産設備とは、 経済産業省が行う「令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
費補助金（（C）指定設備導入事業）」において、経済産業省が指定する団体が当該団体のホー
ムページ等で型番を公表している設備（工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機
械、ダイカストマシン）及び国補助事業において執行団体が定める要件を満たす低炭素工業炉を
いう。

豊田市内で製造業を営む中小企業等が、市内の事業所に設置された既存設備をエネルギー
消費効率の優れた生産設備に更新する費用の一部を補助します。

対象事業）
補助対象事業は、 補助対象事業者が事業所に設置された既存設備を補助対象設備に更新
する事業であって、次の要件を全て満たすものとする。
（１）補助対象設備の導入される場所が、補助対象事業者が製造業を主業として営む市内
の事業所内であること。
（２）国又は地方公共団体等から同一設備に対する補助金等の交付を受けている事業でな
いこと。
（３）新たに事業活動を開始する新築又は新設の事業所に新たな設備を導入することを目
的とした事業でないこと。
（４）既存の事業所において新たな設備の追加を目的とした事業でないこと。
（５）既存設備の省エネルギー化を目的とした事業であって、故障した設備の更新等を目
的とした事業でないこと。

https://www.city.toyota.a
ichi.jp/jigyousha/kigyoyu
chi/1053766.html

〇問合せ先：豊田市産業部

New 46 〇 〇 なし

生産性向上 小牧市/愛知
県

小牧市中小企業デジタル化支援補助金 2024年4月1日(月)～2025年2
月28日(金）

100万円 1/2 市内に事業所を有する中小企業等 〇市内事業所で取り組む事業。
〇国・県・その他の機関から同一事業に対して補助金を受給している事業は、対象外。
〇本補助金におけるデジタル技術の導入とは、下記のいずれかに該当するもの。
　(1) AI （人工知能）を利用した取組み
　(2) IoT（モノのインターネット）を利用した取組み
　(3) RPA（手作業やPC業務の自動化）を利用した取組み
　(4) クラウドサービスを利用した取組み
〇対象経費が税抜100万円以上となる見込みの場合、申請時に「こまき新産業振興センター」が
発行する「確認書」が必要です。

社内の生産性向上に向けたデジタル技術を導入する際に要する経費の一部を補助します。

対象事業）
デジタル技術を導入して生産性向上を図る取組みで、申請書の提出をした年度の2月末日
までに当該設備等の設置が完了するもの。

http://www.city.komaki.ai
chi.jp/admin/soshiki/chii
kikassei/syoukou/1/6/2/
40561.html

〇問合せ先：小牧市役所 商工振興課
新産業創出係

47 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

東浦町/愛知
県

設備投資、販路開拓等補助金 随時 100万円（※）

※以下の 対象補助金は25万円
・小規模事業者持続化補助金
・IT 導入支援事業費補助金

国の対象補助金の補助対象経費（税抜）から確定
された交付額を差し引いた額の 1/2

町内に事務所を有する中小企業者等 〇令和2年4月1日以降に以下のいずれかの補助金の交付決定を受けた事業
　「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（一般型）」
　「小規模事業者持続化補助金」
　「サービス等生産性向上IT 導入支援事業費補助金」
　「JAPANブランド育成支援等事業費補助金（事業型）」
　「事業再構築補助金」（中小企業者等に係るものに限る。）
〇申請期限
対象補助金の交付額の確定の通知を受けた日から60日以内
または
対象補助金の交付額の確定の通知を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、国の中小企業生産性革命推進事業等
を活用して、設備投資、販路開拓等に取り組む町内の中小企業者等に対し、事業に係る負
担の軽減および事業の継続を支援すること目的とし、補助するものです。

https://www.town.aichi-
higashiura.lg.jp/soshiki/s
hokoshinko/shokokanko/
gyomu/jigyounushi/hojok
in/13411.html

〇問合せ先：東浦町 商工振興課 商工
観光係
〇交付決定を受けた国の対象補助金
の種類により、補助限度額が異なり
ます。

48 〇 〇 なし

生産性向上 大垣市/岐阜
県

令和6年度
IoT導入支援事業補助金

2024年4月1日(月)～随時
※予算額に達した時点で募集を
終了

100万円 補助対象経費の1/2以内

※補助対象経費から国・県等の補助金を差し引い
た額を基準とします。

市内に住所を有する中小企業者・事業者（製造業に限る） 〇市内の工場・事業所等に設備を導入するものが対象となります。
〇実績報告書は、事業完了後30日以内、または令和7年3月28日までのいずれか早い日までに提
出。

製造現場の課題解決等のため、IoT・ロボット・AI等の先端技術を活用した取り組みに係
る経費を補助します。

対象条件）
従来から行われている単独機械の自動化や工程内の生産管理ソフトの導入にとどまらず、
そこから収集される各種の情報・データを活用して、次のいずれか又は、複数を行うこと
が必要になります。
・監視（モニタリング）
・保守（メンテナンスサービス）
・制御（コントロール）
・データ分析（アナライズ）

https://www.city.ogaki.lg.
jp/0000060946.html

〇問合せ先：大垣市経済部産業振興
室

49 〇 〇 なし

生産性向上 各務原市/岐
阜県

各務原市ものづくりDX・ロボット導
入等支援補助金

2024年5月20日(月)～2025年2
月28日(金)

※先着での受付となります。予
算に達し次第、受付を終了いた
します。

100万円(※)

※市内企業からの設備等導入に係る経費が対
象経費の1/2を超える場合は、200万円を上

限とする。

1/2 市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者 〇補助事業の着手は、原則として補助金交付の決定のあった日以後でなければなりません。
〇補助対象経費について、国、他の地方公共団体その他公的機関から補助金の交付を受けていな
いこと。

人材不足やコストダウン等をはじめとする自社の課題を解決するため、機械装置、ソフト
ウェア、ハードウェア等のDX、ロボットの導入により、生産性向上および業務効率化を
図る中小企業に対して、市がその補助対象経費の自己負担額の一部を補助することによ
り、市内事業者の投資を後押しします。

対象事業）
生産性向上事業：自動化、省人化等に向けたDX関連機器、生産設備、ロボット等の導入
業務効率化事業：営業または生産管理等のバックオフィスの業務効率化に向けたデジタル
ツール等の導入

交付決定日～2025年2月28日 https://www.city.kakamig
ahara.lg.jp/business/sho
kogyo/1018788.html

〇問合せ先：各務原市産業活力部産
業政策課

50 ◎ ◎ ◎ なし

生産設備の省
エネ化

福井県 企業における省エネ設備等導入支援事
業補助金
（2次募集）

2024年5月29日(水)～2024年
11月29日(金)

600万円 1/2以内 福井県内に事業所を有する中小企業者 〇次の各号に掲げる要件をすべて満たす者
(1)福井県内に事業所を有する中小企業者であること
(2)製造業または商業・サービス業を営む者であること
(3)福井県の県税および地方消費税に滞納がないこと
(4)「ふくい女性活躍推進企業」に登録していること（個人事業主を除く）
(5)補助事業の導入効果の検証または情報発信に協力すること

エネルギー価格高騰ならびに脱炭素社会の推進に対応した経営体質への転換を加速するた
め、県内で製造業または商業・サービス業を営む中小企業者が行う省エネルギー性能・省
CO2性能に優れた設備の導入を支援します。中小企業者等が新たに行う、全国または海外
へ向けた事業展開を資金面から支援して短期間での成長拡大 を応援します。

対象事業）
既存の稼働設備を以下(１)から(５)の設備に更新する事業
(1)既存の照明機器等に対して30%以上省CO2効果のあるLED
(2)調光制御機能を有するLED
(3)既存の空調機器等に対して30%以上省CO2効果のある高効率空調機器
(4)既存の給湯機器等に対して30%以上省CO2効果のある高効率給湯機器
(5)既存の生産設備に対して30%以上省CO2効果のある高効率生産設備（※）（既存の生
産設備に対して30%以上省CO2効果をもたらす省エネ機能を付加する場合を含む。）

※生産設備の例：工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、等

交付決定日～2025年3月15日 https://www.pref.fukui.lg.
jp/doc/chisangi/bosyu/sy
ouene2024.html

〇問合せ先：福井県産業労働部産業
技術課内
企業における省エネ設備等導入支援
事業補助金事務局

51 〇 なし

生産設備の省
エネ化

東大阪市/大
阪府

令和6年度
東大阪市省エネ設備更新事業補助金

2024年7月1日～2025年1月31
日 17時

300万円 1/2以内 市内で設備更新を行う中小企業者かつ、製造業者またはファブレス企業 〇導入する設備は本市が指定する補助対象設備（別紙「補助対象設備リスト」に記載）であるこ
と。
〇導入する設備は令和5年4月以降に先端設備等導入計画の認定を受けた設備であること。
〇導入する設備に対して、国（独立行政法人等を含む）や府など他の機関が実施する他の補助金
等の交付がないこと。ただし国が実施する令和5年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業
(Ⅲ)設備単位型、及び令和6年度中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支
援補助金を除く。
〇 交付決定日から令和7年2月28日までに導入から支払まで完了し、実績報告を行うこと。
〇 現在使用している既存設備を更新（入替）して省エネルギー化を図ること。
〇 更新前後で、使用用途が同じであること。（導入予定設備により既存設備と同様の加工や製
作等の作業目的が達成できることが要件です）
〇 中古品ではないこと。

日々の生産活動において必要不可欠であるエネルギー価格が高騰しているなか、エネル
ギー消費量の削減と生産性向上を図るため、あらかじめ本市が指定する生産設備を更新
（入替）により導入する市内企業の取組を促進することを目的としています。

対象事業）
東大阪市内で既に事業活動を営んでいる工場・事業所等において、現在使用している設備
を本市が指定する補助対象設備に更新する事業（※）

※東大阪市内間の工場の移転や集約等、既存の事業所を移設する際に既設の設備を更新す
る場合は対象とする。

交付決定日～2025年2月28日まで https://www.city.higashio
saka.lg.jp/0000035654.ht
ml

〇問合せ先：東大阪市都市魅力産業
スポーツ部モノづくり支援室
〇東大阪市から「先端設備等導入計
画」の認定を受けた設備

52 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上・
新商品開発

四條畷市/大
阪府

なわて事業者チャレンジ支援補助金 設備導入支援補
助金

2024年6月1日(土)～2025年3
月31日(月)

設備導入支援補助金：1,000万円 1/2（※）

※省エネ対策設備 、再エネ発電設備 、先端設備等
導入計画に基づくもの、新しい生活様式に対応し
た設備を導入した場合や申請事業者において働き
方改革に対する取組みを実施する場合、補助率を
最大4/5まで引き上げ。

市内に事業所がある中小企業者び個人事業主 〇対象経費
　中小企業診断士、税理士または認定経営革新等支援機関が認定する事業計画に基づき、職場環
境の改善または経営に資するための設備導入に要する費用
〇省エネルギー対策設備、再生可能エネルギー発電設備、先端設備等導入計画に基づく設備、
新しい生活様式 に対応した設備について
　①省エネルギー対策設備
　　令和4年度補正予算 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金補助対象設備製品型番登
録要領に基づき登録された設備、又は登録基準を満たす設備であること 。
　②再生可能エネルギー発電設備
　　太陽光発電、風力発電、バイオマス発電等の再生可能エネルギーを利用し て、自社で使用
するエネルギーに充当する設備であること。
　③先端設備等導入計画に基づく設備
　　「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上
を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、四條畷市から認定を受けて新たに導入する設備
であること。
　④新しい生活様式に対応した設備
　　新しい生活様式に対応した設備で、換気・衛生管理・対人距離の確保の目的を持って導入す
る比較的規模の大きな設備であること。

地域経済の好循環の創出を趣旨に、各事業所の経営の拡大や職場環境の改善、また、創業
希望者に対して積極的な市内での創業を促すことをねらいに 、意欲ある事業者が行う経
営的に自走できる環境の構築に向けた投資に対して支援することで 、市内商工業の活性
化を図ることを目的とします 。

対象事業）
(1)既存事業者向け
　①設備導入支援補助金（※）
　②販路開拓支援補助金
　③事業計画策定支援補助金
(2)新規創業者向け
　④新規創業 改修等 支援補助金
　⑤創業支援補助金
　⑥事業計画策定支援補助金

※上記事業の内、有効な補助金は以下の通りです。
「(1)既存事業者向け」の「①設備導入支援補助金」

交付決定日～2025年5月31日まで http://www.nawate-
sci.or.jp/nawatechallenge
/index.htm#q1

〇問合せ先：なわて事業者チャレン
ジ支援制度専用回線
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53 〇 〇 〇 なし

生産性向上 宇治市/京都
府

宇治市先端設備等導入支援補助金 2024年4月1日(月)～2025年1
月31日(金) 17時

※予算の上限に達し次第、受付
終了

対象設備1件あたり：50万円
1事業者あたり：100万円（※）

※従業員に対する賃上げ方針の表明を記載し
た先端設備等導入計画に基づき、本補助金の

交付申請を行う事業者は200万円まで

1/2以内 中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する者 〇対象事業の要件
　①先端設備等導入計画の認定申請時に、年平均の投資利益率が5％以上となることが見込まれ
ることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達
成するために必要な設備
　②設備の種類と最低価額
　　・機械装置：160万円以上
　　・工具：30万円以上
　　・器具備品：30万円以上
　　・建物附属設備：60万円以上
　　・ソフトウェア：70万円以上

市内中小事業者の経営力強化を促進するために、労働生産性の向上を目的とした先端設備
等の導入を行う事業者に対し、本補助金を交付します。

対象事業）
宇治市長から認定を受けた「先端設備等 導入計画 」に基づく事業

※本補助金申請時点で「先端設備等導入計画 」の認定を受けていること。

交付決定日から2025年2月28日ま
で

https://www.city.uji.kyoto
.jp/site/ujinext/54306.ht
ml

〇問合せ先：宇治市 産業観光部 産業
振興課

54 〇 〇 〇 なし

生産性向上 和歌山市/和
歌山県

和歌山市製造業及び道路貨物運送業に
係る所得向上補助金

2024年4月1日(月)～2024年12
月27日(金)まで

500万円 補助対象設備の購入費用の5％ 本市において 製造業又は道路貨物運送業を行っている法人 〇交付要件
　①補助対象 設備 に購入に要する費用が 合計250万円以上であること。
　②労働生産性向上及び事業拡大計画を立てて行うこと。
　③人員の削減を目的としないこと。
　④設備導入事業所に勤務する従業員の時間当たりの平均賃金額を、交付申請日における直近事
業年度の平均賃金額と比して、直近事業年度の翌事業年度から直近事業年度 から起算して3年後
の事業年度までの間 に1パーセント以上向上させる方針 を、従業員に対して表明すること。
　⑤補助対象設備の購入先が本人が役員若しくはその配偶者及び直系血族又はそれらが役員と
なっている法人並びに 親会社でない こと 。
　⑥令和7年2月28日までに実績報告書を提出すること。

企業の生産性を高め、従業員の所得向上につなげるため、一定の要件を満たす取組を行う
市内の事業者に対し、設備購入費の一部を補助します。

補助対象設備）
製造業又は道路貨物運送業の用に供すると認められる設備のうち、下記の設備の購入費
①機械及び装置費
②工具、器具及び備品費

https://www.city.wakaya
ma.wakayama.jp/1016047
/sangyoukigyousien/1001
189/1049442.html

〇問合せ先：和歌山市役所 産業政策
課

55 〇 なし

生産性向上 神戸市/兵庫
県

2024年度
神戸市中小企業投資促進等助成制度

生産現場へのロ
ボット導入に向
けたシミュレー
ション

2024年4月15日(月)～2025年2
月28日(金)（先着順）

50万円 1/3以内 市内の主たる事業所（本社、生産工場、研究開発拠点）において1年以上前から継続して製造業を営む
中小企業者又はこれら事業者で構成される団体（事業協同組合等）。

〇事業完了報告時までに「事業継続力強化計画」の認定を取得することが要件となります。
〇国・県等の補助制度との併給はできません。

市内中小製造業の操業基盤の強化を図る取り組みの一環として、生産現場へのロボット導
入に向けたシミュレーションを行う事業者に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。

対象事業）
神戸市内の生産現場へのロボット導入に向けた費用対効果、実現可能性の検証など具体的
なシミュレーションに要する経費

https://www.city.kobe.lg.j
p/a93457/business/sang
yoshinko/shokogyo/ventu
re/monodukuri/toshisoku
shin/06tosisokushinjosei.
html

〇「事業継続強化計画」の認定を取
得するためには、該当地域の経済産
業局への提出・認定が必要です。
詳細は中小企業庁ホームページでご
確認ください。
〇問合せ先
神戸市経済観光局工業課

56 ◎ なし

生産性向上 神戸市/兵庫
県

2024年度
神戸市中小企業投資促進等助成制度

ロボットシステ
ムインティグ
レータ育成のた
めの設備取得

2024年4月15日(月)～2025年2
月28日(金)（先着順）

500万円 1/3以内 市内の主たる事業所（本社、生産工場、研究開発拠点）において1年以上前から継続して製造業を営む
中小企業者又はこれら事業者で構成される団体（事業協同組合等）。

〇対象地域：都市計画法に基づく「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」に該当する神戸
市内の地域、又はポートアイランド第2期の「商業地域」、又は神戸ハイテクイースト工場団地
〇事業完了報告時までに「事業継続力強化計画」の認定を取得することが要件となります。
〇市内事業者への発注を原則とします。
〇国・県等の補助制度との併給はできません。

市内中小製造業の操業基盤の強化を図るため、ロボットシステムインテグレータに必要な
知識、技能及び提案能力の習得や高度化を図る事業者に対し、予算の範囲内で助成金を交
付します。

対象事業）
市内の主たる事業所 において、ロボットシステムインテグレータ（SIer）事業を新たに
行う、又は拡大する、若しくは実演等を通じてロボットの導入提案が可能な環境を整備す
る中小企業者が導入する、以下の要件に該当する設備の取得及び設置に要する経費が対象
となります。
・「対象地域」に該当する地域の主たる事業所において、以下の設備を取得し自ら所有す
るもの。
　　対象設備）機械及び装置：ロボット本体、ロボットに取り付ける機器・周辺装置、ロ
ボット制御のために必要なソフトウエアなど

https://www.city.kobe.lg.j
p/a93457/business/sang
yoshinko/shokogyo/ventu
re/monodukuri/toshisoku
shin/06tosisokushinjosei.
html

〇「事業継続強化計画」の認定を取
得するためには、該当地域の経済産
業局への提出・認定が必要です。
詳細は中小企業庁ホームページでご
確認ください。
〇問合せ先
神戸市経済観光局工業課

57 〇 〇 なし

生産性向上 岡山市/岡山
県

IoT・AI等先端技術導入支援補助金 導入コンサル
ティング・事前
検証分

2024年3月14日(木)～
募集(1) 2024年5月17日
(金)17:15（必着）
募集(2) 2024年7月12日
(金)17:15（必着）
募集(3)毎月末（土日祝の場合
は直前の平日）17:15（必着）

※募集(2)(3)は予算が残ってい
る場合のみ実施。

150万円 1/2 岡山市内に本社事業所もしくは主要工場を有する中小企業者で、「製造業」「ソフトウェア業」又は
「建設業」を営むもの。

〇岡山市内の事業所（工場・オフィス・店舗等）における取組であること。
〇同一の経費について国及び岡山県、その他の団体の補助金と重複して本補助金の交付を受けな
いこと。

岡山市では、市内製造事業者等の労働生産性向上・競争力強化・デジタル化を図るため、
IoT・AI・ロボット等先端技術活用（設備やサービスのIoT化、AI導入、ロボット活用に
よる自動化等）のための事前検証を補助します。

対象事業）
導入コンサルティング・事前検証事業
・自社の労働生産性向上が見込まれるIoT・AI・ロボット等の先端技術を選ぶために、コ
ンサルティングの依頼や事前検証を行う取組

交付決定の日から2025年2月21日
まで

https://www.city.okayam
a.jp/jigyosha/0000039273
.html

〇問合せ先：岡山市産業観光局 商工
部 産業振興課 ものづくり振興係

58 〇 〇 なし

生産性向上 岡山市/岡山
県

IoT・AI等先端技術導入支援補助金 検証済み先端技
術導入分・補充
枠

2024年3月14日(木)～
募集(1) 2024年6月28日
(金)17:15（必着）
募集(2) 偶数月の末日（土日祝
の場合直前の平日）17:15（必
着）

※募集(2)は予算が残っている
場合のみ実施。

1,000万円 1/3 岡山市内に本社事業所もしくは主要工場を有する中小企業者で、「製造業」「ソフトウェア業」又は
「建設業」を営むもの。

〇岡山市内の事業所（工場・オフィス・店舗等）における取組であること。
〇同一の経費について国及び岡山県、その他の団体の補助金と重複して本補助金の交付を受けな
いこと。
〇「検証済み先端技術導入事業」の補助対象者については、次のいずれかに該当すること
　　ア 一般枠
　　　前年度に本補助金における「導入コンサルティング・事前検証事業」を行っている者で、
その補助事業で得られた結果をもとに先端技術を導入する者であること。
　　イ 補充枠（⇐今回はこちら）
　　　同項アの採択以後、市が追加募集する場合にあって、独自に検証作業等を実施し同項アと
同等と認められた者であること。

岡山市では、市内製造事業者等の労働生産性向上・競争力強化・デジタル化を図るため、
IoT・AI・ロボット等先端技術活用（設備やサービスのIoT化、AI導入、ロボット活用に
よる自動化等）のための機械設備や装置、システム費用等を補助します。

対象事業）
検証済み先端技術導入事業
・導入コンサルティングや事前検証を行った事業者が、労働生産性向上のために、選定し
た先端技術を本格的に導入する取組。

交付決定の日から2025年2月21日
まで

https://www.city.okayam
a.jp/jigyosha/0000039271
.html

〇問合せ先：岡山市産業観光局 商工
部 産業振興課 ものづくり振興係

59 〇 〇 〇 なし

新分野展開・
業態転換

呉市/広島県 呉市中小企業等事業再構築促進事業支
援補助金

交付額の確定日～2025年3月31
日(月)

(1)通常分：300万円（上乗せ）
(2)休止等大規模事業所加算(※2)：300万

円

※1 補助対象事業費から、国の補助額を除い
た事業者負担分が対象です。

※2 休止等大規模事業所の関連事業者に対し
ては、影響度に応じて(1)に加算

事業者負担分の1/10 国の中小企業等事業再構築促進事業の第9回までの採択者で、呉市内で事業を実施したもの 〇国の中小企業等事業再構築促進事業において交付額の確定を受けた事業者で、呉市内において
事業を実施した者
〇市内の休止・閉鎖・事業再編等を発表した従業員概ね300人以上の事業所（休止等大規模事業
所）との取引がある場合，影響度（休止等大規模事業所との取引割合等）に応じて加算措置があ
ります。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で，ポストコロナやウィズコロナ時代及
び原油価格・物価高騰等の経済環境の変化に対応するため，国の中小企業等事業再構築促
進事業を活用して， 新分野展開や業態転換，事業・業種転換等の取組，事業再編等の取
組を通じた規模の拡大等を目指す企業，団体等の負担を軽減し，その事業継続を支援す
る。

対象事業）
国の中小企業等事業再構築促進事業への上乗せ補助金

https://www.city.kure.lg.j
p/soshiki/40/saikouchiku
uwanose.html

〇問合せ先：呉市商工振興課

60 〇 〇 なし
生産性向上 尾道市/広島

県
尾道市DX推進支援事業補助金 2024年4月8日(月)～2024年12

月27日(金)
100万円 1/2 市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等 〇令和7年3月31日までにDX設備を導入するもの

〇補助金交付決定の前にDX設備を導入していないこと
〇国や県等の同様の補助金を交付されていないこと

AI、IoT、ロボット化等のDX設備を導入し、業務の効率化による生産性向上などのビジネ
ス変革に取り組む事業者等に対し、その設備導入経費を補助します。

交付決定日から2025年3月31日ま
で

https://www.city.onomich
i.hiroshima.jp/soshiki/26/
62305.html

〇問合せ先：尾道市役所 商工課 商工
振興係

61 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上・
新商品開発

鳥取県 令和5年度
鳥取県産業未来共創事業 〈経営革新
型〉

随時 1,000万円
重点分野の取組：1,500万円

1/2
※組合・任意グループは2/3

県内に主たる事務所を有する中小企業者 〇経営革新計画 の承認を受けた者。
〇本補助金とは別に 県から 同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業につ
いては、補助対象としないものとする。
〇重点分野の取組で設備投資支援事業の補助対象経費が、全体の補助対象経費の1/2以上の場合
は、下記(1)、(2)のいずれかを満たすこと。
　(1)常時雇用労働者又は高年齢常時雇用労働者が1名以上増加すること
　(2)次に掲げる要件を全て満たすこと。
　　ア) 常時雇用労働者及び高年齢常時雇用労働者の合計数が減少しないこと
　　イ) 補助対象期間の始期と終期において付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合
計額)又は一人当たりの付加価値額の伸び率が1年で3/100以上となること

県内事業者が実施する新規性の高い取組 や地域への波及効果を創出する取組を支援し、
もって県内経済の再生・発展を図ることを目的とします。

経営革新型）
新たな取組により付加価値額が増加する計画であること。
※経営革新計画の承認を受けた事業であること。

https://www.pref.tottori.l
g.jp/311526.htm

〇問合せ先：鳥取県商工労働部企業
支援課
〇相談窓口および申請先：
　最寄りの商工会議所・商工会・中
小企業団体中央会

62 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上・
新商品開発

鳥取県 令和6年度
鳥取県産業未来共創事業 〈新たな企
業価値創造型／生産性向上・新技術導
入推進型〉
（第3回）

2024年11月1日(金)～2024年
11月29日(金)

新たな企業価値創造型：200万円
生産性向上・新技術導入推進型：500万円

1/2
※生産性向上・新技術導入推進型の場合、組合・
任意グループの取組は2/3

県内に主たる事務所を有する中小企業者 〇新たな企業価値創造型
　中小企業者が策定する"新たな取組"に関する事業計画を認定します。
　"新たな取組"とは、当該企業にとって初めての取組であれば、既に他社で行われている取組で
あっても対象になります。ただし、単なるメニューの追加や既存商品の改良等は「新たな取組」
に含めません。
〇生産性向上・新技術導入推進型
　中小企業者等の経営力向上及び生産性向上（働き方改革）に資する事業計画を認定します。
〇事業計画の要件
　・県内中小事業者が策定する新たな取組に関する１～２年の短期計画であること。
　・付加価値額、経常利益、売上高のいずれかが増加する計画であること 。
2)生産性向上・新技術導入推進型
　・県内中小事業者等が策定する経営力強化に資する取組に関す3～5年の計画であること。
　　※国の経営力向上計画の認定を受けることが条件。
　・事業者の生産性向上（働き方改革）に資する計画であること。

県内中小企業者等が実施する新たな取組や経営力強化、生産性向上（働き方改革）に対し
て支援を行うための事業です。将来に向けて、企業をどのように成長させていきたいか
等、企業の成長段階や経営戦略に応じて挑戦ステージ
を選択していただけます。

各区分の目的）
①新たな企業価値創造型
中小企業者が実施する新たな取組に関する事業を新たな企業価値創造型として認定し、こ
れにより中小企業者の成長と鳥取県経済の活性化を図るとともに、中小企業等経営強化法
に定める経営革新計画策定等の更なる発展への意欲を高めることを目的としています。
②生産性向上・新技術導入推進型
中小企業者等が実施する経営力向上及び生産性向上又は働き方改革に資する事業計画を生
産性向上・新技術導入推進型として認定し、中小企業者等の成長と鳥取県経済の活性化を
図ることを目的としています。

https://www.pref.tottori.l
g.jp/311526.htm

〇問合せ先：鳥取県商工労働部企業
支援課
〇相談窓口および申請先：
　最寄りの商工会議所・商工会・中
小企業団体中央会
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63 〇 〇 〇 なし

生産性向上 新居浜市/愛
媛県

令和6年度
新居浜市中小企業振興補助金

生産性向上機器
導入事業

事業完了日から30日以内、また
は2025年2月28日まで

※2月末日までに申請が行えな
かった場合、翌年度分として受
付。申請期間は４月１日から４
月末日まで

100万円 事業費の10/100以内 中小企業者等 〇生産性向上機器導入事業
　補助事業内容）中小企業者（団体）が生産性向上に資する機器を導入したとき。
〇事業範囲）
　生産性向上に資する機器の導入は、生産システムの合理化、製品の高付加価値化及び効率化を
図るためのNC（数値制御）工作機械その他市長が認めた機器の導入（リース及びレンタルを含
む。）

　※その他市長が認めた機器とは：産業ロボット、レーザ加工機等

新居浜市では、中小企業の経営の安定及び雇用の促進を図るために助成制度を設けていま
す。

対象事業）
以下のタイプあり、本項目は「生産性向上機器導入事業」が対象です。
・共同施設設置事業
・事業所設置事業
・空き店舗活用事業
・産業財産権取得事業
・人材養成事業
・市場開拓及び催物等事業
・生産性向上機器導入事業
・外国人人材活用支援事業
・人材確保事業
・労働環境改善事業

～2025年2月28日まで https://www.city.niihama.
lg.jp/soshiki/sanshin/shi
nkoujyosei.html

〇問合せ先：新居浜市産業振興課

64 〇 〇 〇 なし

生産性向上 高知市/高知
県

高知市中小企業等生産性向上設備導入
支援事業費補助金

2024年2月27日(火)～2024年
12月27日(金)17:15（必着）

300万円 2/3 中小企業者 〇令和6年2月27日以降，かつ本補助金申請日時点において，先端設備等導入計画に係る本市の
認定又は変更認定を受けていること。
〇先端設備等導入計画については，計画内に賃上げの方針を従業員へ表明した旨を記載するとと
もに，従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付しているものに限ります。
〇本補助金に申請日時点において，3年以上市内に事業所を有し，先端設備等の導入により生産
性を向上させようとする事業を3年以上継続して実施している法人又は個人
〇以下の(1)もしくは(2)のいずれかを満たす者。
　(1)物価高騰以降の事業年度（2022年4月30日以降に事業年度の終了の日を迎える事業年度）
の営業利益額が，物価高騰以前の事業年度（2019年12月31日～2021年12月31日までに事業年
度の終了を迎える事業年度）の営業利益額と比較して5％以上減少していること。
　(2)物価高騰以降の事業年度（2022年4月30日以降に事業年度の終了の日を迎える事業年度）
のうち，連続する3か月の合計営業利益額が，物価高騰以前の事業年度（2019年12月31日～
2021年12月31日までに事業年度の終了を迎える事業年度）の同3か月の合計営業利益額と比較
して5％以上減少していること。
〇国，県，その他の補助金の交付を受けている設備等の購入費用は対象外。

中小企業者に対するエネルギー価格高騰対策支援のために，生産性を向上させる先端設備
等を導入する費用の一部を補助することで，中小企業者の生産性向上及び事業における付
加価値の向上を図り，従業員の賃上げ等につなげることを目的とします。

対象事業）
先端設備等導入計画に記載のある設備等かつ，先端設備等導入計画の認定申請時に，年平
均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて，認定経営革新等支援機
関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な設備等を導入
する事業

交付決定日～2025年2月28日 https://www.city.kochi.ko
chi.jp/soshiki/40/sentanh
ojokin.html

〇問合せ先：
高知市役所 商工観光部 産業政策課
設備導入補助金担当

〇本補助金の申請に際しては、「先
端設備等導入計画」における市の認
定を受ける必要があります。なお，
「先端設備等導入計画」との同時申
請はできません。

65 ◎ ◎ なし

生産性向上 福岡県 令和5年度・令和6年度
賃上げ実現に向けた福岡県中小企業生
産性向上緊急支援補助金

2024年4月1日(月)～2024年10
月31日(木) 12時

※上記は福岡県中小企業生産性
向上支援センターへの支援申込
書提出期限です。

大規模支援：1,300万円
小規模支援：200万円

2/3以内 〇福岡県中小企業生産性向上支援センターの生産性アドバイザーによる支援を受けている中小企業等 〇補助要件
・省力化又は省エネ化に資する設備の導入を行うこと
・補助事業終了時までに、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること
〇補助事業と同一内容の事業について、県又は他の公的機関から過去に補助金の交付を受けてい
る又は将来補助金の交付を受けることが確定しているときは対象外です。

福岡県中小企業生産性向上支援センターに申込み、その支援を受けている福岡県内の中小
企業等が行う、省力化又は省エネ化に資する設備投資により生産性を向上させ賃上げを行
う取組みに対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、県内中小企業の競争力を
向上させ、もって地域産業の基盤強化を図ることを目的としています。

対象事業）
次のすべてに該当するもの。
・アドバイザーが必要かつ効果的であると認めて、アドバイザーが作成した生産性向上支
援計画に位置づけられていること
・交付対象者が福岡県内に有する工場又は事業所、その従業員等を対象としていること
・省力化又は省エネ化による生産性向上に効果的であること
・知事が必要かつ適当と認めること

交付決定日から2025年3月10日ま
で

https://www.pref.fukuoka
.lg.jp/contents/productivi
ty-improvement-subsidy-
2024.html

〇問合せ先：福岡県 商工部 中小企業
技術振興課 技術支援係
〇

66 ◎ ◎ なし

生産性向上・
新商品開発

長崎県 令和6年度
デジタル・ロボット事業化チャレンジ
補助金
（第2回）

2024年9月9日(月)～2024年10
月31日(木)

通常タイプ：500万円
通常タイプ（産業用ロボット関連）：1,000

万円
誘致企業連携タイプ：1,000万円

通常タイプ：1/2
誘致企業連携タイプ：2/3

〇以下の(1)～(2)全ての要件を満たす者
　(1)情報産業連携体を構成する中小企業であること。
　(2)長崎県次世代情報産業クラスター協議会の会員であること。

〇「長崎県情報産業連携体組成事業計画」の認定が必須です。
　事前に知事に「長崎県情報産業連携体組成事業計画」の認定を受けてください。
　＜認定要件＞
　AI・IoT・ロボット等の情報関連産業分野において、情報産業連携体の取組を通じて事業拡大
や県外需要獲得が見込める事業計画を認定対象とします。
　事業計画には補助事業完了の翌年度から5年間で付加価値額（決算に基づき算定した営業利
益、人件費及び減価償却費の合計金額）が15%以上増加する計画を含めてください。
〇事業タイプの要件
・「誘致企業連携タイプ」
　県と立地協定を締結のうえ、県内に事業拠点を設置して業務を行っている企業を、情報産業連
携体との構成企業としているもの。

AI・IoT・ロボット等の情報関連産業分野において、県内企業による「情報産業連携体」
を組成することで、事業拡大や県外需要獲得につながる新技術開発や新サービス創出等を
図る取組を支援します。
本補助金は知事が認定した「長崎県情報産業連携体組成事業計画」に基づき実施する事業
が対象です。

※情報産業連携体とは
本事業における情報産業連携体とは以下(1)～(3)全ての要件を満たす企業の連携体としま
す。
(1) 原則として、県内に事業拠点を有する3社以上の企業から構成されるもの。
(2) (1)の構成企業は、1年以上の事業実績を有すること。
(3) (1)の構成企業は、AI・IoT・ロボット等の情報関連産業分野にかかる研究・開発、製
造、販売（代理店を含む）、技術サービスの提供及び関連する業務を行うものであるこ
と。

交付決定日～2025年2月28日 https://www.pref.nagasa
ki.jp/object/shikaku-
shiken-
bosyu/boshu/683074.html

〇問合せ先：長崎県産業労働部　新
産業創造課　DX・新産業支援班

Update 67 〇 〇 〇 なし

生産性向上 長崎県 長崎県製造業物価高騰対策支援事業費
補助金
（物価高騰対策タイプ）

2024年2月1日(木)～2024年
12月25日(水)

100万円 2/3以内 県内に主たる事業所を有するの中小製造業者 〇令和5年度に、長崎県物価高騰対策支援事業費補助金の交付を受けていないこと。
〇令和2年度から令和4年度の間に、長崎県成長産業ネクストステージ投資促進補助金（事業再
構築促進タイプに限る）の交付を受けていないこと。
〇「Ｎぴか(※)」認証企業であること又は認証申請を行っていること
〇雇用維持計画の策定
〇最低賃金引上計画の掲出（常時雇用する労働者のうち最も低い賃金の方の賃金単価を＋46円
以上とする計画）

※）Ｎぴか
「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業」認証制度の略称。年齢、性別に関係なく、誰も
が働きやすい職場づくりに積極的に取り組む県内企業を、県が優良企業として認証する制度で
す。

物価高騰の影響を克服するため、生産性の向上に向けて、製造業又は機械設計業を営む県
内企業が実施する取組を支援し、県内経済の活性化を図ります。

交付決定日～2025年1月31日 https://www.pref.nagasa
ki.jp/object/tetsuduki-
shinsei/tetsuduki-
shinseikankei/670406.ht
ml

〇問合せ先：長崎県企業振興課　地
場企業支援班、産地振興班

68 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

佐世保市/長
崎県

令和6年度
佐世保市先端設備等導入促進事業補助
金

2024年4月8日(月)～2025年1
月31日(金)

300万円 1/2以内 〇以下の要件を満たす者。
・本市から「先端設備等導入計画 」の認定を受けた設備を導入する中小企業者
・市税に滞納がない者
・市内の事業所 において、従業員を１名以上雇用している者
・みなし大企業でない者

〇対象事業
　本市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づく事業（本補助金申請時点で「先端設備
等導入計画」の認定を受けていること。ただし、令和5年4月1日以降の認定に限る。）のうち、
以下の要件を満たし、令和7年2月28日までに発注・納入・検収・支払までのすべての手続きが
完了するもの。（ただし、リース契約の場合は補助対象事業から除く。）
　①先端設備等導入計画の認定申請時に、年平均の投資利益率が5％以上となることが見込まれ
ることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達
成するために必要な設備
　②設備の種類と最低価額
　　機械装置：160万円以上、工具：30万円以上、器具備品：30万円以上、建物附属設備：60
万円以上

この事業は、市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等
導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、
設備導入に係る経費の一部を補助するものです。

※「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図る
ための計画で、本補助金の申請時点で「先端設備等導入計画」の認定を受けている必要が
あります。

交付決定日～2025年2月28日 https://www.city.sasebo.l
g.jp/keizai/syouko/505se
nntan.html

〇問合せ先：佐世保市 観光商工部 商
工労働課

69 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上・
生産設備の省
エネ化

宮崎県 ものづくり企業物価高騰対策設備等改
修支援事業補助金
（第2次募集）

2024年2月13日(火)～随時

※予算の上限に到達したとき
は、受付を終了。

2,000万円 1/2以内 県内に事務所又は事業所を有する製造業者 〇補助対象経費の合計が500万円以上となる事業。
〇国、県及び市町村による他の補助金を受けていないものに限る。

エネルギーや物価の高騰により影響を受けている県内ものづくり企業に対し、省エネル
ギー、省コスト化につながる設備改修や生産ラインの自動化などの生産プロセスの改善、
将来を見据えた事業の新展開に向けた設備改善等に要する経費の一部を支援します。

対象事業）
エネルギーや物価の高騰により影響を受けた県内ものづくり企業が行う次に掲げる事業。
（補助対象経費の合計が500万円以上となるものに限る。）
(1)省エネルギー、省コスト化につながる設備改修
(2)生産ラインの自動化などの生産プロセスの改善
(3)将来を見据えた事業の新展開に向けた設備改善
(4)上記(1)～(3)の事業を効果的に実施するためのコンサルティング

交付決定日～2025年2月28日 https://www.pref.miyazak
i.lg.jp/kigyoshinko/shigot
o/shokogyo/20230704134
352.html

〇問合せ先：宮崎県商工観光労働部
企業振興課 工業・情報産業振興担当

70 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上・
生産設備の省
エネ化

宮崎県 令和6年度
ものづくり企業物価高騰対策設備等改
修支援事業補助金

2024年7月16日(火)～随時

※予算の上限に到達したとき
は、受付を終了。

2,000万円 1/2以内 県内に事務所又は事業所を有する製造業者 〇エネルギーや物価の高騰により影響を受けた県内ものづくり企業が行う事業であって、補助対
象経費の合計が500万円以上となるもの。
〇国、県及び市町村による他の補助金を受けていないものに限る。

エネルギーや物価の高騰により影響を受けている県内ものづくり企業に対し、省エネル
ギー、省コスト化につながる設備改修や生産ラインの自動化などの生産プロセスの改善、
将来を見据えた事業の新展開に向けた設備改善等に要する経費の一部を支援します。

対象事業）
エネルギーや物価の高騰により影響を受けた県内ものづくり企業が行う次に掲げる事業。
（補助対象経費の合計が500万円以上となるものに限る。）
(1)省エネルギー、省コスト化につながる設備改修
(2)生産ラインの自動化などの生産プロセスの改善
(3)将来を見据えた事業の新展開に向けた設備改善
(4)上記(1)～(3)の事業を効果的に実施するためのコンサルティング

交付決定日～2025年2月28日 https://www.pref.miyazak
i.lg.jp/kigyoshinko/shigot
o/shokogyo/20240702101
555.html

〇問合せ先：宮崎県商工観光労働部
企業振興課 工業・情報産業振興担当
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